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          子ども政策課長 
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          予防対策課長 

          予防接種担当課長 
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午後２時 開会 

○区政情報課長 皆様こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 定刻前ではございますが、委員の皆様おそろいでございますので、ただいまから令和２

年度第６回板橋区情報公開及び個人情報保護審議会を始めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 まず初めに、昨年１１月３０日で委員の任期が終了いたしまして、新たに令和２年１２

月１日から令和４年１１月３０日までの２年間、本審議会委員をご承諾いただきました皆

様に、坂本区長から委嘱状をお渡ししたいと思います。 

 委員の皆様には、お席にてお待ち願います。 

               委嘱状交付        

○区政情報課長  それでは、坂本区長からご挨拶を申し上げます。 

○区長 皆様、こんにちは。板橋区情報公開及び個人情報保護審議会の皆様には、日頃か

ら板橋区区政に、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。今回、新たに審議会の委員にご

就任されました方につきましては、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今年度は、新型コロナウイルスの対策に関連しました事案が、緊急に審議いただくため

に、通常３回のほかに、さらに３回の審議会を開会していただきました。 

 これら、追加で開催した審議会につきましては、新型コロナウイルス感染防止の関係の

観点から、電子メールを併用した書面による開催という、異例の形式での開催となりまし

たけれども、皆様に活発なご意見を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 今日の諮問案件の３件につきましても、皆様には区の情報公開及び個人情報保護につい

て、適切かつ円滑な運営を図るために、ご指導賜りますようにお願い申し上げます。 

 個人情報保護制度につきましては、国が個人情報保護法等三法の一元化及び各条例の法

制化に係る法案を今国会に提案する見通しとなっておりまして、地方自治体におきまして、

これに併せて、個人情報保護条例の大幅な改正案等が求められる見込みとなっております。 

 今後、板橋区におきまして、これらの課題を研究する際には、審議会の皆様にご意見を

賜りますように、何とぞお願いしたいと思っております。 

 最後になりますけれども、区民の皆様には、これまで１年間にわたりまして、新型コロ

ナウイルスの感染症防止のために、多大なるご協力を賜り、重ねてお礼を申し上げたいと

思います。 
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 今後につきましても、確実な収束につなげるために、引き続きのご協力を賜りますよう

に、お願いしたいと思っております。 

 以上簡単でございますけれども、挨拶に代えます。よろしくお願いをいたします。 

○区政情報課長 ありがとうございました。 

 本審議会は、全１５名の委員の皆様で構成されております。前期から引き続いてお願い

いたしました委員の方が大半ではございますが、新しい委員の方もいらっしゃいますので、

お手元の資料４の名簿によりまして、改めて皆様をご紹介したいと思います。 

       委員 紹介      

○区政情報課長 以上の皆様でございます。 

 任期は、令和２年１２月１日から、令和４年１１月３０日までの２年間となります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、坂本区長は次のご予定がございますので、ここで退席させていただきます。 

（坂本区長 退席） 

○区政情報課長 それでは、本審議会は第１３期目になります。 

 前期から引き続いての委員が１４名で、新たに委員になられた方が１名でございます。 

 なお、事務局職員の紹介は割愛させていただきます。 

 続きまして、本審議会条例第５条で、会長、副会長を互選で決めることとなっておりま

す。会長と副会長の推薦を頂きたいのですが、いかがでしょうか。 

○山田委員 はい。 

○区政情報課長 はい、山田委員。 

○山田委員 会長と副会長の選任についてでございますが、前会長であります佐藤委員の

議事運営は大変巧みであり、多くの案件をスムーズにご進行いただきました。その卓越し

た手腕は継続された委員の皆様も多く感じておられるのではないかと思っております。そ

こで、ご負担をお掛けして申し訳ありませんが、引き続き、佐藤委員に会長をお願いした

いと考えております。 

 また、副会長につきましても、学識経験者として専門の知識をお持ちの岩隈委員に、引

き続きお願いしたいと考えておりまして、会長に佐藤委員を、副会長に岩隈委員をそれぞ

れ推薦させていただきます。 

○区政情報課長 ただいま佐藤委員を会長に、岩隈委員を副会長にというご発言がござい

ました。 
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 皆様、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○区政情報課長 ありがとうございます。 

 特段のご意見がなければ、引き続き、会長を佐藤委員に、副会長は岩隈委員にお願いし

たいと存じます。 

 それでは、佐藤会長には会長席にお移りいただきまして、ご挨拶を頂戴いたしたく存じ

ます。 

（佐藤会長 席移動） 

○会長 ただいま、山田委員からご推薦いただきまして、会長をもう１期ということにな

りました佐藤でございます。 

 山田委員からは、過分に褒めていただきましたが、どちらかというと、留年という感じ

で、継続しかないなという感じでございます。 

 当審議会は、皆様方よくご存じのように、非常に活発に議論をしていただいていると思

います。用意されたシナリオどおりに物事を進めるということではなくて、きちんと個人

情報保護、情報公開について、区の在り方をコントロールするという役割を果たそうとい

う高い意識を持った委員の皆様方によって、実質的な議論が行われているというふうに私

は感じております。 

 今期につきましても、そのような活発な議論が行われますように、ぜひともご協力賜り

たくお願い申し上げます。 

○区政情報課長 会長、ありがとうございました。 

 それでは、岩隈副会長からも、一言、ご挨拶を頂ければと存じます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○岩隈委員 また１期、副会長をやらせていただくことになりました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 コロナウイルス関連の施策と個人情報の施策というのは、ほぼ連動して動くというとこ

ろもございますし、また、コロナでいろんな電子化が進んだ分について、引き続き、コロ

ナが収まった後も、ポジティブに活用していける部分についても、我々が色々審査して、

妥当なものにしていくという責任は非常に重いかと思っております。 

 今、会長がおっしゃられたように、この委員会は非常に活発に議論をする、そういう性

質を見させていただいてきておりますので、引き続き、そういった皆さんの厳しい目を区
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政の方に反映させていくということで、それをお手伝いできればと思っております。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず最初に、資料の確認をお願いしたいと思います。 

 資料につきましては、当初、３月１日付で郵送したほか、諮問事項の３件目といたしま

して、「国が構築する新型コロナウイルス接種記録システムの利用について」を追加した

ため、資料１の差替版を追加送付しております。 

 本件については、国において、急遽、高齢者接種の開始時期までに接種記録を迅速に把

握するシステムの稼働を開始することとなり、区といたしましても、このシステムを利用

することとしたことから、緊急に諮問させていただいたものでございます。 

 追加で送付いたしました資料１の差替分と、当初送付いたしました次第に記載した資料

に不足等がございましたら、事務局にお申しつけくださいませ。 

 それでは、これからの会議の進行につきましては、佐藤会長にお願いしたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 

○会長 はい、ありがとうございます。 

 それでは、始めたく存じます。 

 ただいまから、令和２年度第６回情報公開及び個人情報審議会を開始いたします。 

 議事に入ります前に、区民の方から、本日の審議会につきまして、傍聴希望が１件、お

申し出があったという報告を受けております。 

 東京都板橋区情報公開及び個人情報審議会傍聴規則第３条に基づきました手続が、既に

完了しておりますので、傍聴を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 それでは事務局の方で、希望者の方を、中にご案内してください。 

 それでは、 本日の議題は、個人情報保護制度に基づく諮問事項についての審議が、た

だいま事務局からご報告ありました追加の案件を含めて３件、報告事項が２件ございます。 

 効率的な議事進行に努めてまいりたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願い

いたします。 

 初めに、資料１、差替えた後の資料１でございます。の諮問事項１、「ぴったりサービ

ス」を活用した電子申請に係る事前一括承認基準の類型の追加について、事務局から説明

を求めます。 
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○ＩＴ推進課長 それでは、事務局からの説明を申し上げたいと思います。 

 資料１の１ページ目をご覧いただければと思います。 

 「ぴったりサービス」を活用した電子申請に係る事前一括承認基準の類型の追加につい

てでございます。 

 項番１、諮問の根拠は、記載のとおりでございます。 

 項番２、諮問事項でございます。 

 （１）既に運用されている「ぴったりサービス」を活用した電子申請に、「介護保険業

務」「国民健康保険業務」「乳幼児・子ども医療費助成業務」「子育て支援業務」に係る

業務を追加することでございます。 

 なお、「ぴったりサービス」を活用しました電子申請におけるＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサー

ビス提供・運用業務委託及び区の基幹系端末とＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス提供事業者が

管理・運営するサーバと外部結合することにつきましては、平成２９年第２回保護審議会

で承認済でございます。 

 （２）今後「ぴったりサービス」を活用した電子申請につきまして、事前一括承認基準

の類型に加えることでございます。 

 項番３、諮問の内容でございます。 

 （１）でございます。平成２９年度から、国が運営するマイナポータルの一つの機能で

ある「ぴったりサービス」により、様々な申請や届出をオンライン上で行うことが可能に

なりました。本区におきましても平成３０年度から電子申請のニーズが高いと想定されま

した「児童手当」、「保育」、「母子保健」の３分野についてサービスを開始したところ

でございます。 

 今回、新たに、先ほどご紹介しました四つの業務について、「ぴったりサービス」によ

る電子申請を新たに開始するため、現在の委託及び結合している業務に追加をさせていた

だくものでございます。 

 （２）今後、ぴったりサービスによる電子申請の拡大が想定されることを踏まえまして、

同方法で業務を追加する場合に限り、審議会への個々の諮問は不要とするものとし、「電

算処理における外部委託及び外部結合の事前一括承認基準」の類型に加える。 

 このことにつきまして、本審議会に諮問するものでございます。 

 ページ変わりまして、２ページでございます。 

 項番の４、こちらの業務で取り扱います個人情報・特定個人情報の項目は、別紙１でご
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ざいますが、後ほどご確認を頂きます。 

 項番５、個人情報等の収集方法でございますが、こちらは、電子申請を行うご本人から

収集いたします。 

 項番６、外部委託及び外部結合する相手先でございますが、こちらはＬＧＷＡＮ－ＡＳ

Ｐサービス提供事業者でございます。 

 項番７、外部結合の方法でございます。 

 別紙２となってございますので、ここで、併せて別紙１と別紙２をご確認いただければ

と思います。 

 ページ数、５ページ目に別紙１がございます。 

 今回、新たに追加いたします個人情報の項目、載ってございます。 

 表の左側からナンバーが振ってございます。１番から９番がございます。 

 そこの右隣、ぴったりサービス活用業務ということで、それぞれの手続が載ってござい

ます。ちなみに、括弧書きの数値につきましては、令和元年度における申請の実績数とな

ってございます。 

 その右隣でございますが、申請者の情報。入力していただく情報ということで、基本項

目は丸がついてございます。それ以外の申請書その他に記載情報というのは、文字で起こ

してございます。 

 その右隣が、申請者情報に加えまして、添付書類が必要な場合ということで、添付書類

名と添付書類に記載される情報が載ってございます。 

 ページ変わりまして、別紙２でございます。 

 ６ページ目でございます。 

 こちらが、申請の流れとなってございます。 

 こちらも、図の左側から流れてまいります。 

 一番左側、区民の方がいらっしゃいます。こちらの方で、区民の方は申請情報を入力い

たします。 

 右隣でございますが、国の方が設置しておりますサーバの方にアクセスして、入力を頂

いて、このサーバの方に入力いただいた情報が保存されることになります。 

 その右隣でございますが、委託事業者となってございます。ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービ

ス提供事業者が、国のぴったりサービスのサーバの方に、定期的にアクセスを行いまして、

板橋区宛に申請があった情報を取りに行きます。あった場合は、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサー
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ビス提供事業者のサーバに保存されることになってございます。 

 ちなみに、こちらの委託事業者の下の方に、地方公共団体情報システム機構と載ってご

ざいます。Ｊ－ＬＩＳと呼ばれている団体でございますが、本人確認の必要性がある場合

は、この委託事業者がＪ－ＬＩＳの方に本人確認をするという仕組みになってございます。 

 その右隣が、板橋区ということになっておりまして、委託事業者のサーバの方に申請情

報が届いているかどうか、職員の方が確認に行きまして、情報手続の書類がありましたら、

それぞれの基幹系の端末の方にダウンロードして、それを活用している流れになっており

ます。 

 こちらの流れにつきましては、既に運用開始しているというものでございます。 

 それでは、またページ戻りまして、２ページ目でございます。 

 項番８の個人情報等の保護措置でございます。 

 （１）につきましては、委託契約にあたりまして、明記し、契約書を取り交わす内容に

なってございます。 

 項番８の（２）でございます。 

 電子申請を行う本人と国（ぴったりサービス）との通信は、インターネットを使用し、

データは暗号化いたします。 

 （３）ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービスを利用する場合、国（ぴったりサービス）のサーバ

とサービス提供事業者サーバとの接続は専用回線を使用いたします。 

 （４）サービス提供事業者サーバと区が管理するＬＧＷＡＮ接続系端末の外部結合にあ

たってはＬＧＷＡＮ回線を使用いたします。 

 （５）サービス提供事業者サーバと地方公共団体情報システム機構のサーバとの通信は、

専用回線を使用し、高度な暗号技術を用いた通信規約により暗号化いたします。 

 （６）サービス提供事業者は、申請情報を保管し、区依頼のもとにデータ消去いたしま

す。また、委託終了後は全てのデータが消去されていることを確認し、データ消去証明番

を提出いたします。 

 （７）区及びサービス提供事業者は、申請情報への事務手続き毎にアクセス制御を行い、

利用権限を持った者のみアクセス可能といたします。 

 （８）区及びサービス提供事業者は、アクセスログを記録し、操作履歴を管理いたしま

す。 

 （９）区及びサービス提供事業者は、ウイルス対策ソフトを導入及びファイアウォール
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を設置しまして、個人情報等の流出を阻止いたします。 

 （１０）につきましては、条例並びに同施行規則を遵守するというものでございます。 

 ページ変わりまして、３ページ目でございますが、項番９、前一括承認基準の類型の追

加でございます。 

 こちらに表が載ってございます。左側が類型。これまでご説明した中身が書かれてござ

います。右側に取り扱われる個人情報ということで、基本項目プラス、その他申請に必要

な項目が書かれてございます。 

 なお、手続所管課は、「ぴったりサービス」を活用した電子申請を新規に利用する時は、

区政情報課及びＩＴ推進課に協議するものといたします。区政情報課及びＩＴ推進課は、

取得項目等の審査を行い承認後、通知いたします。承認案件は、本審議会に報告するもの

といたします。 

 項番１０、実施予定でございますが、（１）業務の追加につきましては、令和３年４月

以降。 

 （２）といたしまして、事前委員会承認基準の類型への追加につきましては、本審議会

承認後から実施させていただきたいと思います。 

 項番１１、担当課でございますが、こちら政策経営部ＩＴ推進課、健康生きがい部介護

保険課、同国保年金課、子ども家庭部子ども政策課、同子ども家庭支援センターとなって

ございます。 

 その下には、参考としまして、先ほどご説明したとおりなんですが、既に運用を開始し

ておりますので、３０年度から電子申請開始している手続きが、３ページ目から４ページ

目にかけて、載ってございます。 

 それ以外は、用語解説となってございます。 

 説明は、以上でございます。 

○会長 はい。どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見等に入りたいんですが、注意に入ります前に１点、お断りさ

せていただきたい件がございます。 

 いつもお願いしていることなんですけれども、今の事務局からの説明の中に、地方公共

団体情報システム機構、Ｊ－ＬＩＳというのが出てまいりました。これは法律に基づきま

して、国の法律に基づきまして、地方公共団体が取扱う個人情報のうち一定の範囲につい

て、共同処理を行うという機関でございまして、具体的には、住基ネット、マイナンバー、
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それからマイナンバーカードを利用いたしました公的個人認証。こういったことを直接担

当している機関でございます。 

 実は、ここから先がご相談なんですが、このＪ－ＬＩＳという機関には、国の法律に基

づきまして、ちょうどこの審議会ほどではないのですが、それに当たるような第三者監視

機関が設置されておりまして、それが全部で三つか、四つあるんですが、そのうちの二つ。

一つは、住基ネットを利用いたしました本人確認の仕組みです。それからもう一つは、公

的個人認証です。マイナンバーカードを利用した、インターネット上での本人確認の業務。

この二つの業務につきまして、第三者機関の会長が、いずれも私でございます。 

 したがいまして、住基ネット、それからマイナンバーシステムのＪ－ＬＩＳによって運

用されているところについて疑問がある、そこの信用性について問題があるのではないか

というご質問等が出た場合には、私が議長を行っていることは適切とは言えませんので、

その際には、岩隈副会長に、その部分の議事を委ねるということにしたいと思います。こ

れは、毎度毎度同じ説明をするごとにやりますので、今期の審議会の２年間の任期中は、

常にそのような運用にさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 慎重を期するべき場合には、要するにＪ－ＬＩＳとの関係が主として議題になるような

案件のときでも、議題そのものから私外れて、岩隈先生お願いしますが、今回のようにＪ

－ＬＩＳも出てくるが主たる機能ではないというときに、私の方で議長させていただいて、

論点がそこに万が一及んだときに変わるというやり方にさせていただきたいと思います。 

 それでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。 

 というわけで、それを前提に議事に入っていきたいと思うんですが、実は、諮問事項が

二つに分かれておりまして、今回、各論的にご議論いただくことと、それから一括承認の

話ですので、これは分けて議論した方が分かりやすいと思いますので、まず、諮問事項の

１でございます。 

 既に運用されておりますぴったりサービスに、新しく追加をするというもの。この部分

から、先に議論したいと思います。 

 この点につきまして、どなたからでも結構でございます。ご質問、ご意見等ございまし

たら、お願いいたします。 
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 どうぞ、おばた委員。 

○おばた委員 お願いいたします。念のための確認なんですけれども、こちらの６ページ

の申請までのデータの流れということで、こちらの委託事業者、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰのこ

の接続の部分について、申請する項目が増えるということになるのかなと思っているので

すが、このシステム自体は、もう既に運用中であるということか。すみません、確認だけ

なんですけれども、お願いいたします。 

○会長 事務局お願いします。 

○ＩＴ推進課長 今、委員ご確認のとおり、既に運用中のものになってございます。 

○会長 はい、どうぞ。おばた委員。 

○おばた委員 ありがとうございます。 

 それで、今回追加するのが、５ページのこちらの９項目に当たるということになるのか

なということで、分かりました。 

 それで、先ほど、既に承認を頂いていると言われた部分についてなんですけれども、こ

ちら６ページの右端の板橋区のところの処理につきましてなんですが、こちら、委託業者

のＬＧＷＡＮ－ＡＳＰのところまでデータが１時間おきに落ちてきますよと。それを板橋

区の職員が、手動で取りに行って、ダウンロード、印刷等の処理を行っているということ

なんですけれども、今はこのシステムが運用されているというのは、承知はしているんで

すけれども、せっかく、電子申請の仕組みが区民から、国、そしてＬＧＷＡＮ－ＡＳＰを

通してというところまで進んでいて、最後が手動ということについて、今の現状のご認識

を伺いたいんですが。 

○会長 事務局、お願いします。 

○ＩＴ推進課長 このサービスを提供する際は、まだ申請案件、手続案件が、そんなに数

が多くないということもございましたので、職員が自ら手動で取りに行くことに関しまし

ては、さほど問題になりませんでしたが、今後、手続件数が増え、職員の手間が増えると

いうことになれば、当然のことながら、業務効率化を図らなけらばなりませんので、一度、

導入しましたこのシステム、リプレイスなり、再構築する際は、手動ではない方法も考え

ていきたいと思っているところでございます。 

○会長 おばた委員、どうぞ。 

○おばた委員 分かりました。大丈夫です。ありがとうございます。 

○会長 ほかはいかがでございましょうか。 
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 じゃあ、いわい委員どうぞ。 

○いわい委員 １点だけ。 

 ２ページに、情報のデータの消去のことが書かれているんですけれども、委託終了後は

消去されるということになっているんですけれど、時間軸が分からないので、確認させて

もらいたいんですけど、委託はずっと続くものなのかというふうに思っていたので、それ

が消去するタイミングが、ずっと持っていて、この仕組みがなくなってから消去されるの

か、一定の期間で消去されるのか、消去されていることの確認というのは、どういうふう

にするのかということを教えてください。 

○会長 はい、お願いします。 

○ＩＴ推進課長 こちらのデータ消去証明書を出す場合なんですが、これはサーバの入替

え。要は、完全に撤去してしまうようなときには、そこに入っているハードディスクを完

全に消去するということで、データ証明書を出していただくということになります。 

 もちろん、委託終了後と書かれてはいるんですが、そういったタイミングで、このデー

タ消去証明書を出していただくこともございます。 

 また、この委託事業者との契約期間でございますが、５年もしくは１０年使い続けると

いうことになれば、その都度、年間契約ということで随意契約をして、延長していくとい

うことになろうかと思いますが、先ほどの委員のご質問に関連しますと、システムを入れ

替えるようなタイミングがございましたら、それは一旦、委託契約を終了させていただい

て、データ消去証明書を出していただくというようなことになろうと思います。 

○会長 はい、どうぞ、いわい委員。 

○いわい委員 すみません。非常に、最初の申請の段階で、私はかなり多くの個人情報が

扱われるのと、あと添付データというのがあって、それはどのタイミングで消去してもら

えるのかというのがすごく心配なんですけど、なるだけ業者が持っている期間というのは

短い方がいいんじゃないかという気がしているんですが、区民の人たちが送ったデータと

いうのが、区に届いた時点で消去されるのかと思ったんですけど、ずっと業者のところに

あるというふうなことになるのかということを教えてください。 

○会長 ＩＴ推進課長。 

○ＩＴ推進課長 （６）の１行目に関係する、要は、区の依頼の基にデータを消去するタ

イミングでございますけれども、こちらの方は、区がデータ消去を依頼するタイミングが、

まず所管課がちゃんとダウンロードしているかどうか。これを確認させていただきます。
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さらに、統計作業をしておりますので、その統計作業が終了いたしましたら、こちらの受

託事業者のサーバにデータがある必要はございませんので、消去依頼をかけるというよう

な仕組みになってございます。 

○会長 はい、どうぞ、いわい委員。 

○いわい委員 そうすると、申請してから、大体どれぐらい後になるんでしょうか。年と

か、何カ月とか。 

○会長 はい、ＩＴ推進課長。 

○ＩＴ推進課長 例えば、３月中に申請が１００件ほどあったといたします。そちらの方

の１００件が完全に所管課の方にダウンロードされ、さらに、区の統計作業が終わってい

ることを確認してからということになりますので、おおよそ４５日間ぐらいは、このサー

バに保管されているというような状況となります。 

○いわい委員 分かりました。 

○会長 よろしいですか。はい。 

 ほかはいかがでございましょう。 

 はい、どうぞ。髙木委員。 

○高木委員 基本的な質問で恐縮ですが、一番右側のところの職員が、データを見つけて

ダウンロードする。さっきそういう説明がありましたが。 

○会長 別紙２ですね。別紙２の一番。 

○高木委員 そうすると、一番左側の方で、申請して入力したのは、それは自動的には区

の方には分からないということですか。区職員の人は、わざわざここの地方公共団体情報

システムの方に出向いて、チェックしないと分からないということですか。自動的に区に、

例えばＡさんの、なりますね。Ａさんがこういうことをやっているようなことは、自動的

に連絡は来ないのですか。 

○会長 はい、ＩＴ推進課長。 

○ＩＴ推進課長 区の職員の方でございますが、所管課によって、手続の方法が変わりま

すけれども、まず、所管課の担当職員が、受託事業者のサーバの方にアクセスを、まず、

いたします。そこで、自分たちの業務に関係するものを自分たちの職場にある基幹系端末

の方にダウンロードをしていきます。そのダウンロードしたものについては、これも所管

課によって取扱い変わりますけれども、プリントアウトして、それを業務システムの方に、

手作業で入力をしたり、ほかには郵送とか、窓口で持ってきた申請書とか、そういったも
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のと一緒に保管をしたりといったことで、運用しているということになります。 

 ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービスのサーバの方にダウンロードがあったとき、自動的に所管

課の方にダウンロードがありましたという通知機能は備わってございます。 

○高木委員 あるんですね。 

○会長 ほかはいかがでございましょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、本件２点でございますけれども、１点目は、そこまでということで、

２点目でございます。 

 資料でいきますと３ページの一番上、９です。 

 ここにございます、電算処理における外部委託及び外部結合の事前一括承認基準への追

加でございます。 

 新しく委員になってくださいました方もおられますので、ここ、ちょっとだけご説明さ

せていただきますと、当区では、コンピュータ処理を、個人情報について行う場合には、

当審議会にお諮りいただいて、ここで今まさにやっておりますように、その安全性などを

チェックして、ゴーサインを出すということをしているのですけれども、実際にコンピュ

ータ処理をする中で、極めて定型的に行われていて、当審議会において、過去において論

点の洗い出しが一応終わっているというものについては、それと同じようなパターンであ

れば、既に審査済みというふうに考えて、事務的にそれを進めていただいた上で、年度末

にまとめて、今年度はこんなことが追加されましたということをご報告いただくというこ

とで済ませるという簡易の手続がございます。その簡易の手続に載せていいものというの

を、この審議会が前もって決めるんですけれども、それがこの事前一括承認基準というも

のでございます。 

 いろんなものが既にあるわけですけれども、今回このぴったりサービスという国の仕組

み。これを既に国が用意している中に、新しいサービスを乗っけていくということを行う

ときには、個別に本日やっているような審議を行わずに、年度末の一括報告に回すという

ことを認めていただけないかというのが、区からの諮問事項ということになります。 

 実際にそれを行うときには、どういう手順でするのかというのが、その表の下のなお書

きでございまして、所管課が勝手に始めることはできずに、区の内部手続としては、区政

情報課とＩＴ推進課です。これに協議を行い、かつ両課が実質審査を行った上で通知する

というのは、申請してきた課に通知するということになるわけです。そして、最後に承認
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案件は当審議会に報告がなされると、こういったプロセスになっているということが、な

お書きで説明されております。 

 というわけで、この点につきまして、２番目の論点としてお諮りしたく存じます。 

 この点につきまして、どうぞ、ご質問、ご意見等をお願いいたします。 

 じゃあ、どうぞ。さかまき委員。 

○さかまき委員 はい、すみません。マイナポータル、ぴったりサービスから、ＡＳＰ業

者を通して区までという流れが、この事案を通して拝見したので、なるほどというか、す

ごく新鮮に、システムを見ました。 

 それで、事前一括承認として、いわゆる業務の追加ということを事前一括承認の類型に

加えること自体は、いいことといいますか、賛成をしているところではありますが、その

上で何点か確認したいのは、類型に加えるということは、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス業

者も、いわゆる定型作業として、業務追加というものが簡単にできるからだと思うんです

が、そういうＡＳＰサービス事業者と、ぴったりサービスとの関係性といいますか、とい

うのは、そういうものであるのかどうかという確認をしたいのと、日常業務の中で、現場

のレベルで業務追加ができるようになっていくと思うんですが、その際に、区政情報課及

びＩＴ推進課と所管課がやり取りする、いわゆる仕様の確認ですとか、どういう業務を載

せるかというのは、この別紙１にあるような、こういった書類フォーマットがツールとし

てやり取りになっていくのかというのが、２点目でございます。 

 それに関連してなんですが、こういうものが定型であればいいなとは思うんですけれど

も、ここの、その他記載情報等とある。別紙１で丸をしてあるところというのは、いわゆ

る定番の個人情報であって、扱うデータの属性も多分ほぼ決まっているものなので、こう

いったもので簡易的にやり取り、意思疎通、仕様決定ができると思うんですが、こういっ

たその他記載情報というものが様々ありまして、そういったものが先ほどＡＳＰサービス

事業者は、こういったものがルーチンで、できる定型の作業だという前提でいきますと、

こういった申請業務個別の入力情報というんですかね。そういったものに、何かイレギュ

ラー的な要素というのは、日常あるのかないのか。この３点。これが問題なければ、もう

類型に入れて、定型に入れていいのではないかというふうに思いますので、それでお聞き

させていただきます。 

○会長 はい、ありがとうございました。大変重要なご質問だと思います。 

 これは、ＩＴ推進課長で宜しいでしょうか。 
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○ＩＴ推進課長 １番目のご質問になります。 

○会長 お願いします。 

○ＩＴ推進課長 まず、ぴったりサービスを利用しますパターンでございますが、国から

当初、６パターンほど提示をされまして、その中から板橋区は選んでございます。 

 ほかにどういうパターンがあるかといいますと、直接区の職員が国の方に取りに行く形。

そのほか、今回、板橋区が選択をいたしましたＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス提供事業者。

これを仲介していくパターン。大きく分けますと、このパターン、２パターンで詳細が分

かれているというような形になっております。 

 今回、国は、このぴったりサービスにつきましても、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス提供

事業者に公的個人認証。本人確認をさせるパターンを載せておりましたが、今後、区民の

皆様がぴったりサービスに入力した際、国の方が自らＪ－ＬＩＳの方に本人確認をすると

いうパターンも検討されておりますので、そのようなことが実現をされれば、今回、板橋

区で採用されております委託事業者ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス提供事業者を介さないで、

実際に区民の皆様からの手続申請情報を入手するということも、今後は考えられるという

ことになります。 

○区政情報課長 会長、２点目のご質問です。 

○会長 はい、では。 

○区政情報課長 ２点目のご質問について、お答えいたします。 

 事務局長後、庁内の所管課とのやり取り二つ目でございますけれども、これは例年、区

政情報課から各所管に向けまして、個人情報保護審議会に諮問する事項があるかどうかと

いうのを、調査をかけております。 

 その中で、協議書という、もう定まった定型の指針に基づいて、申請をしてもらう。ま

ず、最初の動きとしては、そういった書類を出していただくというものでございますので、

委員からご指摘もございました対応としましては、定型のもので、通年で事務局側として

は受け付けている状況でございます。 

○会長 はい、３番目の。 

○ＩＴ推進課長 ３番目でございますが、区民の皆様がご入力いただく申請情報。こちら

につきましては、所管課の方は公的法令に基づきまして、その取得項目を決めてやってい

るわけでございますが、当然のことながら、制度が改正されれば、入力項目も変わってく

るということで、イレギュラーが発生する可能性は当然ございます。 
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 こちらのぴったりサービスに入力するフォーマットと様式につきましては、各自治体で

設定が可能となってございますので、その都度、その制度改正に併せた入力フォームを区

民の皆様にご提供して、申請を頂くという流れになろうかと思います。 

○会長 はい、どうぞ。さかまき委員。 

○さかまき委員 何か予測していたものと、何か若干ニュアンスが違った気がしまして、

ただ、ご説明は今分かりました。 

 １点目の、いわゆるＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス事業者が存在する理由の、大きな理由

は、Ｊ－ＬＩＳとの連携というのは、これは私もそう思うので、しなくてよければ、なく

なって、先ほどのおばた委員の質問とも関連しますが、直につながることができるんであ

れば、それはいいなと思っておりましたので、そこは了解をしました。 

 １点目と３点目に関連したのは、そうしますと、ぴったりサービスに対して業務追加、

何らかの設定ファイルを変えて、新しい業務を追加していく作業は、今のお話を聞くと、

区が行うというふうに理解をしたんですが、そうなのかどうかという。 

 お聞きしたかったのは、このＡＳＰサービス事業者が追加をするので、ぴったりサービ

スに対して精通しているので、いわゆる定型作業の中で、業務追加が簡単にできるという

仕組みでしょうかというのをお聞きしたかったのですが、何となくお聞きしているニュア

ンスとしては、区で追加できるんですと。申請業務に必要な入力項目も、法令に従って変

われば、それに合わせてやっていくので、というご説明があったので、再度そこだけ、今

の私の理解がそのとおりかどうかだけ、お聞かせください。 

○会長 はい、ＩＴ推進課長。 

○ＩＴ推進課長 業務を追加する場合は、国の方に、今回の新規の追加９件についても、

国の方に申請を出して、承認が下りた段階で追加できるということになろうと思います。 

 委託事業者の役割は、定期的に国のぴったりサービスのサーバの方に、板橋区に関係す

る手続が入っていないか。入っていないかどうか、入っていればダウンロードする。それ

のためだけのシステムをこの事業者は構築して、我々に提供していただいているというこ

とになります。 

○会長 質問と回答がうまく組み合っていないところがあるようなので、会長が介入して

よろしいですか。 

 例えば、介護保険業務。前のページ、別紙１をご覧いただきますと、ここに丸がついて

いる項目が、職業を除く全てがあって、申請書その他記載情報に再交付申請理由というの
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がありますね。要するに、介護保険業務について、ぴったりサービスを利用しようとする

ときに、この項目というのは、国が一律に定めていて、区としては、この中でこの項目は

ぴったりサービスから取らないとか、あるいは、板橋区はほかの区と違って、この項目は

ぴったりサービスから取るんだということができるんですか。それはできずに、国が一律

に定めているんですか。 

 はい、ＩＴ推進課長。 

○ＩＴ推進課長 国がサービスメニューを用意している業務形態については、それに従っ

て、区もそれを利用すると、そういうことになりますが、今回追加させていただく、例え

ば８番、９番にあります子育て支援業務、ファミリー・サポート・センター事業入会申込

兼登録業務につきましては、区がやっている業務で、国が最初からメニューを用意してい

るわけではございませんので、それにつきましては、区側が、この申請者入力情報という

のを定めて運用しているということになります。 

○会長 そうすると先ほどの話と組み合わせますと、この８番と９番については、このよ

うなことをぴったりサービスで情報を取りたいので、国の方に、いわば板橋区独自メニュ

ーをこの部分を作ってくださいという申請をかけると。その場合の項目は板橋側が独自に

設定して、それをダウンロードできるように、ＡＳＰ事業者は板橋区のメニューのカスタ

マイズをしてくれて、ダウンロードを、それを経由して行うということになるんですね。 

○ＩＴ推進課長 そうですね。受託事業者は、追加された項目が国のサーバに入っていれ

ば、それをダウンロードするという中身になります。 

○会長 分かりました。 

 今回の件でいきますと、１から７までは、国が用意している標準メニューで、８と９は、

それ以外のものだと。標準メニューの１から７に関しては、板橋区の方が、それを動かし

たりすることはできないと。そういう理解でよろしいですか。 

○ＩＴ推進課長 はい。 

○介護保険課長 介護保険課長です。 

○会長 はい。介護保険課長、お願いします。 

○介護保険課長 今、介護保険の例が出ていたので、介護保険の例をお話ししたいと思い

ます。 

 まず、介護保険については、保険証をなくした場合が、使われることとして挙がってい

ます。なくした場合、再交付の申請をしていただく際に、今回のサービスが出てくるんで
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すけれども、介護保険法の施行規則の第２７条によりまして、個人番号とか氏名、生年月

日、住所及び再交付の申請理由を示さなければならないというふうに法的に規定がありま

す。それと併せまして、それ以外の丸のついている分につきましては、個人の公的認証で

求められる事項でございますので、これはいわゆる全国一律のものだというふうな認識で

ございます。 

○会長 分かりました。そうしますと、この部分については、要するに法律に基づいて、

国の方で用意されているものがそのままであって、当区が何かカスタマイズしているわけ

ではないということですね。はい、分かりました。ありがとうございます。 

 今のさかまき委員からのご質問によって、実はどうも２系列違うものがあると。当区が

独自にやっている部分と、そうじゃない部分があるというのが、今明らかになったわけで

あります。 

 今回の一括承認の基準については、どちらのパターンも一括承認に立つという形でお諮

りになっているわけね。はい、分かりました。 

 さかまき委員、どうぞ。 

○さかまき委員 ありがとうございます。整理して理解しました。 

 どういうふうにぴったりサービスに追加されるかということも理解をさせて頂きました。

所管課と区政情報及びＩＴ推進課との間で、追加業務の使用がきちんと追加される定型の

中で、それができるということと、あと全体に関しては、個人情報の取扱い、適正かとは

思いますので、そういったところがとどこおりなく業務が追加できるという仕組みになっ

ているのであれば、はい、了解といいますか、理解をいたしました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員いかがでございましょうか。 

 どうぞ、おばた委員。 

○おばた委員 ２点お伺いしたいんですが、５ページのこの表で、左側の提携の項目につ

いては理解ができるところなんですが、その今ほど質問のありました、申請書その他記載

情報という部分の、こちらが今後は色々と増えてくる、色々な申請によって、バリエーシ

ョンがあるということだと思うんですが、こちらの個人情報を取得する個人情報が適正で

あるというものの担保は、今後はどこが行うのかということを教えてください。 

○会長 これはどっち。区政情報課長かな。じゃあ、区政情報課長。 
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○区政情報課長 今のお尋ね、その他の記載情報、今後増えていく中で、安全性が担保さ

れているかどうかというのは、事務局である区政情報課とＩＴ推進課に、先ほど申しまし

た協議書が上がってくる段階で、審査をさせていただくという形になろうかと思います。 

○会長 はい、どうぞ。 

○おばた委員 それに対して、個人情報方針は、年度の最後に確認をさせていただくとい

うプロセスということですね。はい、分かりました。 

 あと、これまで平成３０年に３分野９項目、それから令和３年に４分野９項目というこ

となんですが、今後の見通しについて、今後見えている範囲で、このときにはどういうも

のが増えていくと。要するに、これ自動化するということは、今後こういうプロセス、自

動化するということは、それなりの件数が発生するということが見込まれていることだと

思いますので、その見通しを教えてください。 

○会長 はい、これは誰に伺えばよろしい。じゃあ、ＩＴ推進課長、お願いします。 

○ＩＴ推進課長 ぴったりサービスによるオンライン申請の拡大を検討するに当たりまし

て、全庁的な調査を実施させていただきました。 

 実際には、年間１００件以上の申請を受け付ける業務ということで、その調査結果では、

１９４の業務が挙がってまいりました。その中から、年間２，０００件以上となるような

手続を中心に、区民の利便性向上になるような業務を選定いたしまして、実際には１０課

３１業務についてヒアリングを実施させていただきました。その結果、今回、新たに９業

務を追加するというスケジュールを立てさせていただいたわけです。 

 今後も、この調査結果に基づきまして、各所管課とヒアリング、検討を行いながら、ぴ

ったりサービスに導入できるような申請を追加していくというようなスケジュールになっ

てございます。 

○会長 はい、おばた委員どうぞ。 

○おばた委員 概念はよく分かったんですけれども、今後も、例えば来年度に大体目安と

して５項目だとか、それとも、また平成３０年、令和３年というペースでいくと、また４

年後ということになるのか、そのスピード感を教えてください。 

○会長 はい、ＩＴ推進課長、お願いします。 

○ＩＴ推進課長 今後も、所管課とヒアリングを継続的に行ってまいりますので、そこで

オンライン申請に合うという手続が出てきましたら、随時追加させていただきたいと思っ

ているところでございまして、何年度に１０個、何年度に１０個というような形で進める
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というスケジュール感は持ってございません。 

○おばた委員 はい、分かりました。 

○会長 では、いわい委員どうぞ。 

○いわい委員 私、１点だけ。 

 事前一括承認基準というのに、ほかの、今回のこととは別に、既にこういう扱いをして

いるものが、どういうものがあるのかということと、年度末の報告のされ方というのを知

りたいんですけれども。 

○会長 はい。まず前者については、委員全員分に実物を見せていただくのが一番早いと

思うんですけども、全員分はないか。 

○いわい委員 主だったものでもいいですけど。 

 そんなにいっぱいあるんだ。 

○事務局 各委員にお配りした、最初の手引きにこういった形で、例えば印刷とか、名簿

の印刷等、こういったものが事前一括の類型になっております。 

○いわい委員 はい。たくさんあるということは分かりました。 

○会長 よろしいですか。いわい委員。 

○いわい委員 はい。非常に心配しているのは、要するに、一つ一つ丁寧に審査して承認

するということがとても大事なんじゃないかと思っているので、安易に増やしていいのか

というのは心配していたところです。 

 なので、年度末の報告のされ方というのは、どんなふうになるのか教えてください。 

○会長 はい。区政情報課長。 

○区政情報課長 先ほど来、年度末という言葉が出ておりますが、１年度終わりました後

の直近の、翌年度の最初の保護審議会でございますので、大体７月ぐらいに毎年開催され

ております当審議会におきまして、前年度どれだけの一括承認基準が挙げられたのかとい

って、どのように対応したのかというのをご報告させていただいております。 

○会長 一覧表形式でしたか。 

○区政情報課長 はい、一覧表形式でございます。 

○会長 はいどうぞ、いわい委員。 

○いわい委員 要するに、いろんなことの今回をこういうふうに審議すれば、議事録も残

るし、区民の方が心配だったら見ることができるんだけれども、一覧表の報告というふう

になった場合に、どういう過程で、心配がないかということを確認されたということの経
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過が分かるような仕組みが必要なんじゃないかというふうに思っているのですけれど、そ

こについてはどういう状況になっていますか。 

○会長 はい、区政情報課長。 

○区政情報課長 毎年、相当な件数を処理しております、一括承認基準で。今委員の提案

がございました経過につきまして、皆様にお示しできるかどうかとなりますと、検討させ

ていただきたいんですが、先ほど委員がご覧になっていただいた類型化したものがござい

ます。どの類型に、この事業が当たるのかという表記の仕方は一覧表でさせていただいて

おりますので、何でそこまで至ったのかというのがお知りになりたい部分だと思うんです

けれども、所管と相当時間をかけて協議をしていく中のものを全てお示しするというのは、

私どもとしてはお示ししたい部分なんですが、隠すという意味ではなくて、非常な膨大な

量になろうかと思いますので、現実問題としては難しいのかなというふうに今考えており

ます。 

○会長 どうぞ、いわい委員。 

○いわい委員 量が多いということなので、大変な作業だと思うんですけども、何か例え

ば、いつからいつの間に協議したとかという、その協議した事実が、いつも確認できると

いいんじゃないかと思いますので、今そのことをどうこうしてくださいというわけではな

いんだけども、区民の人たちが事前一括承認基準に入るものについて、どういう過程で確

認の作業がされているのかということが、分かるような仕組みについて、今後ぜひ検討し

てもらいたいと思っています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 今回、ご発言いただきました委員のご質問によって、相当、今回の仕組みについ

て内包されている論点が明らかになったような気がいたします。 

 とりわけ、さかまき委員と今のいわい委員のご質問との関係でいきますと、今回でいき

ますと８、９にあたるところというものは、これは収集する個人情報自体が、法律に基づ

いているわけではなくて、当区の施策に基づく必要性ベースのものだというものが含まれ

ているわけですね。 

 そうした場合に、こういったようなものがどう追加されているのかという点は、従来で
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あれば当審議会が、この項目はどうしているんですかということがチェックできていたわ

けですけれども、それが一括承認になりますと、少なくともこの平場の議論のところでの

審査対象にならないということになる。 

 そういったようなことについて、今、いわい委員からご懸念が示されたものかと思いま

すけれども、これにつきましては、事務局の方で、そういったようなもの。つまり、１か

ら７の項目というのも、これは法律によって定められている項目ですから、当区としては

余り裁量性がないわけですけれども、当区が取れる個人情報の項目、あるいはその範囲と

いうものについてのプライバシー保護、個人情報保護との観点からする適正性についての

内部モニタリングの仕組みです。 

 それから、もう一つは、内部モニタリングといって、今、その事前協議がそれに当たる

んだと思うんですけれども、内部であるけれども、一層のモニタリングの仕組みというも

のは構築できないかどうか。具体的に言えば、今、私すぐに思いつくのは、当委員会から

は岩隈先生加わっていただいております外部評価委員会の巡回監査の対象として、何回か

に１回、一括承認基準についての運用がどうであるかということを加えていただくとか、

そんなような可能性があるのかと、思いつきですけど感じました。 

 そんなようなことを加えさせていただく、つまり検討事項として、それを加えさせてい

ただくということを付帯条件として、お諮りするというような形にさせていただければと

思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 そういたしますと、ありがとうございます。 

 では、２件お諮りいたします。 

 今回につきましては、具体的に４分野９項目につきまして、これを追加するという各論

審査を行ったものについての承認。 

 そしてもう一つは、事前一括承認基準の類型追加につきましては、今、付帯的に申し上

げましたことです。これを事務局にお願いするということを併せて、両件につきまして、

ご承認をお諮りしたく存じます。 

 本件、承認でよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。では、本件承認されました。 

 続きまして、次の案件に参ります。 
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 諮問事項の２番でございます。子ども家庭支援センター電話相談・虐待相談受付業務委

託につきまして、事務局から説明願います。お願いします。 

○区政情報課長 それでは、諮問書の７ページをお開きください。 

 項番の２、子ども家庭支援センター電話相談・虐待相談受付業務委託。これは外部委託

になります。 

 項番の１、諮問の根拠につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 項番の２、諮問事項でございます。 

 板橋区子ども家庭支援センターで実施しております子どもに関する相談及び、児童虐待

相談・通告対応業務の一部を外部委託すること。 

 項番の３、諮問の内容でございます。 

 区におきましては、平成１６年児童福祉法の改正によりまして、児童家庭相談に応じる

ことが市町村の業務として法律上明確にされ、住民に身近な区市町村において、虐待の未

然防止・早期発見を中心に積極的な取組が求められたことを受けまして、子ども家庭支援

センターにおきまして、子どもに関する相談及び児童虐待相談・通告対応を行ってきたと

ころでございます。 

 令和４年４月には、これまでの子ども家庭支援センターの機能に加えまして、児童相談

所の機能を併せ持った（仮称）子ども家庭総合支援センターを開設することとなっており

まして、これに向けて一層の体制の充実を図っているところでございます。 

 その一環といたしまして、令和３年４月より、子どもに関する相談及び児童虐待相談・

通告対応時間を、子ども家庭支援センターの開所時間である平日午前９時から午後５時ま

でから、２４時間３６５日に変更することといたしまして、子どもに関する相談業務及び

児童虐待相談・通告対応業務の一部を外部委託することといたしました。 

 つきましては、本審議会に諮問するものでございます。 

 項番の４、委託の内容でございます。 

 全部で４項目ございます。 

 まず、１点目でございます。 

 区民からの相談電話等への受付。 

 医療職や児童福祉司任用資格等の資格を持つ専門職の職員を配置し、区民からの子ども

に関する相談や、児童虐待に関する相談の受付け及び問い合わせの対応を行います。 

 ２点目です。 
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 緊急時の警察への通報。 

 子どもに危険が迫っている等の緊急対応が必要な場合、直ちに警察へ連絡いたします。

特に重度の虐待が疑われる場合には、翌開所日を待たずに、直ちに区職員に緊急連絡をい

たします。 

 なお、警察への連絡及び区職員への緊急連絡の基準につきましては、厚生労働省の「子

ども虐待対応の手引き」をもとにリスクアセスメントシートを業務マニュアルの中で定め

ます。 

 ３点目です。 

 子ども家庭支援センターへの報告です。 

 ８ページ目をお開きください。 

 子どもに関する相談については問合せ（医療・関係機関の紹介）以外の相談、児童虐待

相談については全ての案件を専用の相談受付票で子ども家庭支援センターに報告いたしま

す。 

 子どもに関する相談で、問合せ（医療・関係機関の紹介）につきましては、月に１度統

計として、まとめまして、子ども家庭支援センターに報告いたします。 

 そして４点目です。 

 コールセンターの管理運営業務です。 

 従業員の確保や従業員への研修など、コールセンター運営に関する業務を行います。 

 ５番目、６番目の業務フロー図、システム構成図は、後ほどご説明いたします。 

 項番７、外部委託で取り扱う個人情報の項目です。 

 １点目です。 

 子どもに関する相談です。 

 相談者氏名・電話番号等、記載のとおりでございます。 

 ２点目、児童虐待相談です。 

 相談者氏名・電話番号等、これも記載のとおりでございます。 

 項番の８、外部委託先です。 

 児童家庭相談・虐待相談受付事業者でございます。 

 項番の９、個人情報の保護措置です。 

 全部で１７項目ございます。 

 １点目です。 
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 委託契約にあたりましては、秘密の保持等、記載の特記事項を明記の上、契約書を取り

交わします。 

 ２点目です。 

 受託事業者は区と協議の上、受託事業者が取り扱う業務の範囲を明記した業務マニュア

ルを作成し、それに基づく事前研修及び個人情報の保護に関する研修を行います。 

 ３点目です。 

 事業者は、個人情報を取り扱う者を特定し、従事者名簿等により報告いたします。 

 ４点目です。 

 事業者は、従事者から個人情報保護に関する誓約書を徴します。 

 ５点目です。 

 業務は受託事業者が設置する児童家庭相談・虐待相談受付専門のコールセンターにて行

い、専用ブースを確保いたします。また、コールセンターには外部の者が立ち入れないよ

う施錠するとともに、入退室の際は不要な物品の持ち込み及び持ち出しを禁止いたします。 

 ６点目です。 

 相談記録等の個人情報を含む書類は、コールセンター内の施錠可能な書庫等で管理いた

します。 

 ７点目です。 

 相談記録等の個人情報に係るデータは、データセンター等に設置したサーバに記録して

管理いたします。利用するデータセンター等への入退室は、ＩＤカード、生体認証により

行います。また、受託事業者は、入室目的、入退室時間、作業内容、記録媒体の有無、身

分証明書等を確認し、記録、管理を行います。 

 ８点目です。 

 コールセンターとデータセンター間は、インターネット回線を利用し、通信を暗号化い

たします。また、ファイアウォールを設置し、ＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスによる制

御を行い、不正アクセス及び外部からの侵入を防ぎます。 

 ９点目です。 

 コールセンターと電話会社のサーバ間の通信は、インターネット回線を利用したＶＰＮ

を使用し、不正アクセス及び外部からの侵入を防ぎます。 

 １０点目です。 

 受託者が相談記録等の個人情報を管理するシステムでは、ＩＤ・パスワードによる権限
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管理を行います。相談記録に係る閲覧、データの抽出については、業務責任者のみに権限

を付与し、その他の従事者には、相談内容を記録する権限のみを付与いたします。また、

操作情報を記録し、分析可能なアクセスログの収集し、不正アクセス及びデータの改ざん

を監視いたします。 

 １１点目です。 

 受託者が通話録音を記録するシステムでは、ＩＤ・パスワードによる権限管理を行い、

通話録音の聴取については、業務責任者のみに権限を付与します。通話録音に係るデータ

は、電話会社のサーバのみに保存し、受託者側のサーバ及び端末には保存しない運用とい

たします。操作情報を記録し、分析可能なアクセスログの収集を行い、不正アクセス及び

データの改ざんを監視いたします。 

 １２点目です。 

 サーバへ格納するデータは、暗号化し、情報漏洩等の事故防止を図ります。 

 １３点目です。 

 事業者が使用するサーバ及び端末は、ウイルス対策ソフトを導入し、システムのウイル

ス感染や不正侵入を防止いたします。また、ＵＳＢ制御ソフトを導入し、外部記録媒体へ

の記録は不可とします。 

 １４点目です。 

 事業者が区へ個人情報を送信する際は、区が指定するファイルストレージシステムを使

用いたします。 

 １５点目です。 

 サーバ上並びに紙媒体等の一切の個人情報は、区依頼のもと原則として月ごとに廃棄又

はデータ消去を行います。また、委託終了後は全データが消去されていることを確認し、

データ消去証明書を提出いたします。 

 １６点目です。 

 事業者は従事者に対し、個人情報保護に関する研修を定期的に実施いたします。 

 １７点目です。 

 受託事業者は、個人情報保護条例及び同施行規則を遵守いたします。 

 項目の１０です。実施予定。 

 令和３年４月１日から実施いたします。 

 １１項目です。担当課ですが、子ども家庭支援センターでございます。 
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 用語の説明は、ご覧のとおりでございます。 

 そして、まず別紙の１、１１ページ目をご覧ください。 

 子どもに関する相談及び児童虐待相談・通告受付対応業務の流れと記載されております。 

 まず左側から、子どもなんでも相談電話（委託・２４時間）と記載されております。そ

の下には、一応参考としまして、元年度の相談受理件数を載せてございます。 

 中ほどが、虐待相談電話（委託・夜間休日）となります。 

 そして、右端が健康の子ども家庭支援センター（直営・日中）というふうに記載されて

おります。 

 まず、左側の子どもなんでも相談電話でございますが、まず、区民ですとか、関係機関

等から、まず問い合わせ、まず左端でございます。そして、内容によっては適切な担当へ

連携、引継ぎを行いますけれども、電話受付を行いまして対応し、月に１回統計で報告。

そして、子ども家庭支援センターの方へは報告書、統計として提出いたします。そして、

その右側の子どもなんでも相談電話の子どもに関する相談に関しましては、電話受付で内

容を聞き取り、報告書を作成し、翌開所日に報告いたします。 

 子ども家庭支援センターには、報告書を受領し、必要に応じて、担当をつけてケースワ

ークを開始し、課題解消後、ケースワーク終了という流れになります。 

 続いて、中はどの虐待相談電話でございます。 

 左側でございますが、まず、コールセンター虐待相談がかかってきた場合でございます

が、内容を聞き取り、報告書を作成し、翌開所日に報告します。 

 区側ですが、報告書を受領し、担当をつけてケースワーク開始し、課題解消後、ケース

ワーク終了という形になります。 

 中ほどの右側になります。 

 コールセンター虐待相談の（緊急）というふうに記載されているものでございますが、

さらにその下の左側ですが、警察に通報と、あと併せて報告書を作成し、翌開所日に報告。 

 区側としまして、報告書を受領し、担当をつけてケースワーク開始、課題解消後、ケー

スワーク終了という流れになります。 

 最後に右端の現行行っている部分ですけれども、子ども家庭支援センターにつきまして

は、まず継続相談につきましては、電話相談がありますと、担当による相談対応、そして

担当によるケースワーク実施。課題解消後、ケースワーク終了という流れになります。 

 そして虐待相談。通常と緊急の場合がございますけれども、緊急時には警察に通報、そ
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して内容を聞き取り、通告確認シートを作成し、担当をつけてケースワークを開始し、課

題解消後、ケースワーク終了という流れになります。 

 恐れ入りますが、次のページをお開きください。 

 別紙２、システム構成図というふうに記載されております。 

 まず、左下の方から、相談者・通報者から上に向かって、コールセンターへ電話が入り

ます。電話を受け付けますと、相談記録、上にずっと行きますと音声データ確認用端末が

ございまして、相談記録入力用の端末の方に流れます。 

 右側にインターネット回線を通じまして、事業者のデータセンターの方へ内容が送られ

るという流れになります。 

 また、音声に関しましては、相談者・通報者からのものについては右側の方に、電話会

社サーバと記載されている部分に流れまして、インターネット専用アプリを通じまして、

音声データがコールセンターの方に、確認用端末の方に入るという流れになります。 

 非常に雑駁ではございますが、説明については以上でございます。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 本件につきまして、皆様方からご意見、ご質問承ります。 

 じゃあ、山田委員、お願いします。 

○山田委員 それでは、幾つか質問をさせていただきます。 

 まず、個人情報の保護措置について、今説明をしていただきましたけれども、この保護

措置１７項目について、何かベースとなったものがあれば、何をこうベースにして、こう

いうものを項目立ててきたかということと、庁内どういうところと調整をして作ってきた

かという、その経緯を少し教えてください。 

○会長 はい、じゃあ。 

○区政情報課長 まず最初に、区債情報課の方からお答えさせていただきます。 

 まず、このような委託業務を行う際の基本事項といいますか、先ほどの諮問事項にも載

ってまいりましたが、個人情報の保護措置の最初に載っている（１）委託契約に当たって

は、という記載の部分をご覧になっていただきますと、どちらも同じような個人情報の秘

密の保持とか、そういったものを、特記事項を明記の上、契約書を取り交わすという一連

の流れがございます。 

 今まで、こちらの審議会でご審議いただいてきた経緯の保護措置に関しましては、色々

委員の方からもご提案等も頂きまして、ご指摘もございまして、精査されてきた内容を基
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本的には、まず、それを参考に契約の項目として保護措置を取るということで、こちらに

記載してきたという流れがございます。 

 特段、こういった形が全て当てはまるというものではないんですけれども、各ケースに

よりまして、各所管から相談があるごとに、話し合いを設けて、どういった部分に危険性

があるのかないのかというのをお互い確認、事務局側と所管職員とが確認し合いながら、

こういった安全を確保するための取組は必要であるというもので、最終的に１７項目、挙

がってきたというのがございます。 

○会長 どうぞ、山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。 

 その上で、２４時間３６５日ということで、今までの区の取組にも前例がないような長

い時間、体制を維持していくというようなことでして、そこで少し考えなければいけない

のは、相談記録のことです。（６）に特に明記してございますけれども、相談記録等の個

人情報を含む書類は、というふうにございます。どういうような体制で、その相談員の方

が相談するかというのは、まだ明らかではないですが、例えばメモ書きを相談の中でする

というものについては、どのように取り扱っていくのか。恐らく、顔の見えない中で、話

を聞くということになると、手元の何かにメモを書いたりということもあろうかと思いま

す。でき上がったものは、かなり個人情報と言えるものができ上がってしまうのではない

かというふうに思うんですが、その処理とか、扱いについては、どのように考えているか

というのを教えてください。 

○会長 お願いします。 

○子ども家庭支援センター所長 よろしくお願いします。 

 メモ書き等の処分ということでご質問でございますが、こちらで当然メモは取って、や

り取りしますので、そのメモを最後、電話等しながら入力していくというところで、入力

が終わりましたら、多分、上長、向こうの責任者がおりますので、その確認して、内容に

間違いがないということを確認した上で、メモについては基本原則、その場で、その日の

うちに処理、処分をしてしまうというのが流れございます。 

 ただ、どうしてもというところであれば、他の書類と一緒に、鍵のかかる書庫に保管す

るということも可能性としてはあるかとは思いますが、基本的にはその日に処分という形

になります。 

○会長 はい、山田委員。 
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○山田委員 ありがとうございます。 

 あと、１５項目めのことについて、少し伺いたいんですけれども、データの消去につい

て、扱いが書かれてございますが、原則として月ごと、ということで廃棄やデータ消去に

ついて書かれてございます。 

 月またぎで、相談が同一人物からなされることもあったりとか、あるいは、その相談の

内容が重なることで分かってくるこというのも実はあったりするのかと思いますが、ただ、

区の方針としては、ここでケースワークは行わないということでありますから、ずっとそ

の人と特定して保存しておくものでもないのかというふうに思いますが、どのように考え

て、データ消去をしていくのかということを、もう少し詳細を教えていただければと思い

ます。 

○会長 はい、所長お願いします。 

○子ども家庭支援センター所長 委員さんがおっしゃるように、基本的に虐待通告ですと

か、なんでも相談の養育困難相談につきましては、お話を聞いていただいたら、子ども家

庭支援センターの方につなげていただくと、こちらがケースワークをするということにな

りますので、原則的には、その場で全ての方が何回か来ても一見というか、最初の方とい

うことで受け付けていただくような形になりますので、向こうにはそういった情報はない

というのが前提になります。 

 ただ、簡単な養育相談。例えば夜泣きがひどいですとか、病院紹介してくれとか、そう

いったものについては、その場で解決しますので、その辺についてはそこで終わりで、こ

ちらには月一度の統計、種類別の統計処理という形になります。 

 ですので、繰り返しになりますけれども、委託先はあくまで受付をまとめていただくと

いうことで、必要な情報を聞き出していただくというところと、特に夜間の時間帯ですと、

相談先ございませんので、そこで一旦気持ちを受け止めていただくと、受け止めていただ

いた上で、区につなぎますね、というところをしていただくのが、業務の主なものになり

ます。 

○会長 よろしいですか。 

 さかまき委員、手を挙げておられました。 

○さかまき委員 重ならない範囲で聞きたいと思います。 

 区への報告ということで、幾つか、それぞれのタイミングであるんですけれども、あと、

今ご質問あったとおり、データを委託事業者が、どう持っているかということも関連する
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んですが、区に情報を報告するときは、紙あるいは記録された紙の基となったデータ、そ

の両方なのか。各複数媒体があるのであれば、媒体ごとにどうやって区に渡すのかという

ところを聞かせてください。 

○会長 はい、所長。 

○子ども家庭支援センター所長 所長です。 

 報告のやり取りにつきましては、基本データのみですので、区の指定しているファイル

ストレージでデータを頂くという形で、こちらで必要があれば打ち出すという形になりま

す。 

○会長 どうぞ、さかまき委員。 

○さかまき委員 分かりました。じゃあ、紙は業者で破棄されるということを理解いたし

ました。 

 あと、もう１点お聞きしたいのは、通話のデータです。これは、区の方では取得をせず

に、一定期間が過ぎたら消えてしまうのかどうかということと、コールセンターのシステ

ムとして、コールセンター自体は、コールセンターシステムというんですかね、それと、

ＣＲＭとは違うんですけども、いわゆる相談内容。よくあるのは一体的な仕組みで、全部

連動しているものがコールセンターだと多いんですけども、これは何か別物のように見え

るんですが、別なのかというところだけ、その２点聞かせてください。 

○会長 はい、所長どうぞ。 

○子ども家庭支援センター所長 子ども家庭支援センター所長です。 

 音声については、板橋区の方では取得はしませんので、業者が取っているというところ

で、こちらについては電話会社のサーバの直接入っていくというものです。事業者の方も、

必要がなければそこにアクセスしません。必要があるというのは、例えば捜査に協力する

ですとか、裁判所が必要だとか、そういうこと以外は取りに行かないので、基本的にデー

タは自動的に、その期間が来たら消えていくという形になります。 

 もう一つ、メールというか、システム上のものというのは、まず別立てになっておりま

して、それをやる仕組みはあるんですけれども、やるんなら、また別に導入していくとい

う形になっていきます。 

○さかまき委員 はい、ありがとうございました。 

○会長 よろしいですか。 

 ほかはいかがでしょう。 
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 河野委員、どうぞ。 

○河野委員 この業務フロー図を見ると、今まで子ども家庭支援センターがやっていたも

のを、電話番号が結局三つできるということですよね。普通の市民としては、どこに電話

しようかと思ったときに、日中であれば、子ども家庭支援センターに直接電話したら一番

早くて直接つながる。日中でないとしたならば、夜間、虐待相談電話というのが委託・夜

間休日と書いているんですけど、夜間休日だけやっている。選び方がよく分からないので、

すみません。 

○会長 所長、お願いします。 

○子ども家庭支援センター所長 こちらなんですけれども、まず一番左側のなんでも相談

につきましては、２４時間３６５日、フリーダイアルの番号を取りたいと思っています。 

 これについては、もういつかけていただいてもかかると。これはなんでも相談ですので、

気軽な。 

○河野委員 迷ったらここにかける。 

○子ども家庭支援センター所長 はい。 

 虐待相談につきましては、日中、子ども家庭支援センターで受けまして、その番号をそ

のまま引き継いで、事業者が５時以降受けてくださいますので、要は区が受けているのと

同じようなイメージなんですけれども、ただ職員がおりませんので、翌開庁日に改めてご

連絡します。 

○河野委員 開いていないと、ここにつながりますよということなんですか。 

○子ども家庭支援センター所長 もう１本、なんでも相談ではないんですけれども、継続

的により困難な方が相談している電話も５回線ありますので、そちらは、どちらかという

と継続中の方がかけていただくと。 

 ただ、今まで使っていましたので、その番号にかけたからといって、なんでも相談は受

け付けませんということはしませんので、この三つはあるという形になります。 

○河野委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 よろしいですか。じゃあ、おばた委員どうぞ。 

○おばた委員  

 確認なんですけれども、データセンターに入力する個人情報というものと、実際に作成

する報告書というものは、同じものなんでしょうか、違うもの、別に報告書を作成すると

いうことなんでしょうか。 
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○会長 はい、所長どうぞ。 

○子ども家庭支援センター所長 同じものが、そのまま来るという形になります。 

○会長 はい、どうぞ。 

○おばた委員 分かりました。ありがとうございます。 

 それで、先ほどのさかまき委員の質問で、音声情報については自動的に、というような

お話だったんですが、これは例えば事件性があるものでしたら、１か月以内に事件が起き

るかどうかは分からないわけでありまして、その保存期間というのが１か月というのは、

適切なのかどうなのかということについて教えてください。認識を伺います。 

○会長 はい、どうぞ。 

○子ども家庭支援センター所長 こちらとの契約のやり取りにはなると思うんですけれど

も、原則１か月ということで、大体のところはそういうふうになっているのかというとこ

ろで、ただ、裁判所の資料ということであれば、記録が子ども家庭支援センターに残りま

すので、もし１か月以上、音声データがないということであれば、板橋区の記録が、裁判

資料等になっていくというところになろうかと思います。 

 ですので、どこまで取っておけばいいかというのがあるかと思うんですけども、ただ不

要なデータは、極力持ちたくないというのがございますので、このぐらいが適切だろうと

いうことで、折り合った月数でございます。 

○会長 はい、どうぞ。 

○おばた委員 分かりました。適切にデータ保存していただければと思います。 

 あと、最後なんですが、コールセンターの不要な持ち込みを禁止するというところの、

具体的な運用なんですが、いわゆるデータセンターですと、データセンターに入る前にロ

ッカーがあって、そこに私物を入れて、透明のカバンを出して、そこに必要なものを入れ

てデータセンターに入るというような運用をしているところが多いわけなんですけれども、

この具体的な運用方法について、決まっていれば教えてください。 

○会長 所長、どうぞ。 

○子ども家庭支援センター所長 まさにおばた委員がおっしゃったように、私物について

は必要なものは全てロッカーに入れて、透明のバックに入れて入って、入るときに上長が

確認するということで、まさにそのとおりの流れでございます。 

○おばた委員 ありがとうございました。 

○会長 よろしいですか。どうぞ、いわい委員。 
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○いわい委員 ２点、一つは先ほどメモ書きの話があったんですけれども、その場でその

日のうちに処分していくということの処分の仕方というか、私も相談の電話をいっぱい受

けるんですけれども、メモを、書いたものはゴミ箱にぽいと入れがちだと思うのです。 

 特にコールセンターの役割からすると、結構大変な情報をメモ書きしなければならなく

なるかなと思うと、それはどういうふうに処分するのかということが、どう徹底されるの

かということを一つ確認したいのと、あとコールセンターそのものは、板橋区のことだけ

ではないところも扱っているのではないかと思うんですけれども、どれぐらいの自治体の

業務をコールセンターで受けているのかということを教えてください。 

○会長 どうぞ。 

○子ども家庭支援センター所長 まず、メモ書きですけれども、シュレッダーをするとい

うところで、最終的には責任者が確認して、その日の業務を終わるという形になります。 

 また、虐待相談については１９自治体でやっていますので、それを東京と名古屋に二つ

のコールセンターがあって、普段は２つで運用をしています。 

 災害時で、もしどちらか、つぶれても大丈夫なようにということで、二系統で対応して

いる。 

 ただ、それを、１９自治体を二つのコールセンターで振り分けていくという形で、かけ

ていただく番号が板橋区なら板橋区でかけてくださいますので、そうすると画面上に板橋

区何とか相談というふうに出てきます。 

 例えば板橋区と出る形で確認をしていく、対応していくという形になっています。 

○会長 はい、どうぞ。 

○いわい委員 私も、イメージがよく分かっていないのですけれども、コールセンターで

色々な自治体からの電話を受けてというふうにやっていくということで、例えば板橋のも

のとほかの自治体のものとデータが行き違ったりというようなことがないのかどうかとい

うことの心配を一つ懸念しているのですけれども、その辺がどうなのかということと、あ

と色々な禁止条項がいっぱい書いてあるんですけど、これが本当に守られているのかどう

かという点検はどういうふうにやられるのか教えてください。 

○会長 はい、どうぞ。 

○子ども家庭支援センター所長 まず間違えのところなんですけども、やはり、まず画面

上ですとか、システムで見やすくするというのが一つ工夫している点というふうに言って

おります。 
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 また、もう１点、区に送る際、または実際に送る際には上長に全て確認をとった上でメ

ールするというところと、さらにファイルストレージをするというところですので、それ

で送っていただいたら、後は送りましたということで、電話で確認をし合うというところ

でやってございます。 

 ですので、ヒューマンエラーのチェック体制というのは、かなり重要ですので、ここは

これで終わりだということはないと思いますので、より一層、高いものがあれば取り入れ

てもらうように努めてもらいたいと思っております。 

 禁止事項の確認につきましては、年に一度は業者の方に赴きまして、中を確認させてい

ただくということと、必要があった場合にはそれぞれ立ち入って話を聞くということをさ

せていただこうと思ってございます。 

○いわい委員 分かりました。 

 非常に重要な案件を扱う業務になるので、間違いがないようにということは徹底してい

ただきたいというふうに思います。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでございましょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、特段ほかに発言がございませんでしたが、本件は承認ということでよ

ろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。 

 それでは、ご異議がないということで、本件は承認いたしました。 

 次に諮問事項の３でございます。 

 国が構築するコロナウイルスワクチン接種記録システムの利用につきまして、事務局か

ら説明を求めます。お願いします。 

○区政情報課長 それでは、諮問書の１３ページをお開きください。 

 ３番目の国が構築する新型コロナウイルスワクチン接種記録システムの利用について、

でございます。 

 本件は、外部委託、電算記録、外部結合の３点でございます。 

 項番の１、諮問の根拠につきましてはご覧のとおりでございます。 

 続いて２項目、諮問事項でございます。 
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 全部で４項目ございます。 

 まず１点目です。 

 国が構築する新型コロナウイルスワクチン接種管理システムに登録処理を行うため、国

の指定するファイル形式・フォーマットで対象者情報を出力できるよう、保健衛生システ

ムの改修を委託すること。 

 本件につきましては、※にありますように平成２３年第２回の本審議会で諮問済の案件

でございます。 

 続いて２点目です。 

 接種管理システムに、国が区に貸与するタブレット端末等を用いて、使用したワクチン

名、ワクチンロット№、氏名等を入力することを新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業受託事業者、板橋区医師会、契約医療機関、訪問診療実施医療機関及び介護施設等

運営事業者に追加委託すること。 

 また、タブレット端末等を用いた接種情報の入力ができない契約医療機関等の予診票

（控え）を回収し、タブレット端末等を用いて代行入力することを新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業受託事業者に追加委託すること。 

 ※にございますように、この案件につきましては令和２年度第５回保護審議会に諮問済

の案件でございます。 

 そして３点目です。 

 接種情報管理を迅速に行うために必要な個人情報及び特定個人情報を、新型コロナウイ

ルスワクチン接種管理システムへアップロードし記録すること。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムを利用し、他区市町村の接種記録

の照会・提供をすること。さらに、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムに記録

した個人情報等を、基幹系端末を用いＬＧＷＡＮ回線を通じてダウンロードし、保健衛生

システムに記録すること。 

 そして４点目です。 

 新型コロナウイルスワクチン接種管理システムと基幹系端末を、ＬＧＷＡＮ回線を通じ

て外部結合すること。また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムとタブレット

端末等を、インターネット回線を通じて外部結合することでございます。 

 続きまして、１４ページをお開きください。 

 項番の３、諮問の内容でございます。 
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 国におきましては、ワクチン接種にあたりまして、速やかな接種記録や、引越し等によ

り２回の接種を異なる自治体で受ける必要がある場合ですとか、接種券を紛失した場合な

どの利便性を向上させるため、個人単位の接種状況等を自治体において逐次把握すること

のできる接種管理システムを構築することといたしました。 

この接種管理システムにつきましては、対象者の接種状況を管理する機能を有しておりま

す。具体的には、システムを利用する区市町村がＬＧＷＡＮ回線及びインターネット回線

を通じ、対象者にかかる情報を登録・更新することで、システムを利用する区市町村の接

種情報管理が迅速に行えるようになります。また、システムを利用し転入者の接種情報を

照会することが可能となるため、転入先自治体にて転入者の接種情報を確認の上、接種券

の発券事務を行うことができるようになります。 

 当区におきましても、接種情報管理を迅速に行うとともに、転入者の接種情報を照会・

確認の上、新型コロナウイルスワクチン接種事務を効率的・効果的に行うため、新型コロ

ナウイルスワクチン接種管理システムを利用することといたしました。 

 続いて、項番の４でございます。フロー図でございます。 

 恐れ入りますが、１８ページをお開きください。 

 前回のメールによる開催の際、フロー図をご覧になっていただいていると思いますが、

それに付随して、今回諮問する案件でございますので、それを思い起こしながら、ご覧に

なっていただければと思います。 

 まず、左側から作業工程、板橋区、中ほどは受託事業者、そして国が構築する新型コロ

ナウイルスワクチン接種管理システム、そして右端が個人情報の取り扱いにおける留意事

項というふうになっております。 

 上の段、左端をご覧いただきますと、システム改修委託、個人情報等の記録が記載され

ております。 

 その下がタブレット端末等を用いた摂取対象者データの入力等というふうに記載されて

おります。 

 まず、上の方のシステム改修委託、個人情報等の記録につきましては、中ほどの受託事

業者が保健衛生システムの改修を行います。 

 板橋区側の保健衛生システムからの対象者情報のデータ出力を行います。ＣＳＶファイ

ルにて出力いたします。 

 そして、下にいきまして、基幹系端末によるデータのアップロードを行いまして、区職
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員がＬＧＷＡＮ回線を用いて、区のシステムの方へデータベースを取り込みする作業を行

います。 

 続きまして、下の段でございます。 

 タブレット端末等を用いた摂取対象者データの入力等でございます。 

 中ほどの受託事業者の、まず上の方から①接種実施というふうに書いております。 

 まず、左側でございますが、板橋区医師会、それから契約医療機関、訪問診療等、記載

の事業者が、②の予診票（控え）を確認し、③タブレット端末を用いた摂取対象者データ

の入力を行い、下にいきましてインターネット回線を通じて、右側の国が構築いたしまし

た接種管理システムの方へ、データベース登録処理の方へ流れていくのが一つの流れでご

ざいます。 

 そして、右側の方に移りますけれども、接種体制確保事業受託事業者の欄でございます。 

 ②の予診票（控え）を確認いたしまして、③タブレット端末を用いた摂取対象者データ

の入力、そして④タブレット端末を用いた摂取情報の入力ができない契約医療機関等の代

行入力を行いまして、右端のデータベース登録処理の方に流れてまいります。 

 そして、右端の国のシステムの方の対象者データの出力を行いまして、区の職員がＬＧ

ＷＡＮ回線を使いまして基幹系端末によるデータのダウンロードを行いまして、最終的に

は保健衛生システムへのデータの移行を行うという流れでございます。 

 恐れ入りますが１４ページ目にお戻りください。 

 項番の５、外部委託先でございます。 

 まず１点目、保健衛生システム構築・保守事業者。 

 ２点目、板橋区医師会、契約医療機関、訪問診療実施医療機関及び介護施設等運営事業

者。 

 そして３点目としまして、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業受託事業者で

ございます。 

 項番の６、外部委託業務でございます。 

 全部で３点ございます。 

 まず１点目ですが、保健衛生システムの改修、これが新規の委託となります。 

 ２点目、タブレット端末等を用いた接種対象者データの入力、これが追加の委託となり

ます。 

 そして３点目、２項目ございますが、まず１点目がタブレット端末等を用いた接種対象
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者データの入力、これも追加委託となります。 

 そして２項目、タブレット端末等を用いた接種情報の入力ができない契約医療機関等の

予診票（控え）の回収及びタブレット端末等を用いた接種対象者データの代行入力、これ

も追加委託となります。 

 項番の７、外部委託で取り扱い、電子計算組織に記録する個人情報等の項目でございま

す。 

 まず１点目です。保健衛生システム構築・保守事業者でございますが、個人番号、宛名

番号等、記載の項目でございます。 

 ２点目、板橋区医師会、契約医療機関、訪問診療実施医療機関及び介護施設等運営事業

者につきましては、使用したワクチン名、ワクチンロット№．等、記載のとおりでござい

ます。 

 そして３点目、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業受託事業者でございます。 

 これも２項目と同様に、使用したワクチン名、ワクチンロット№．等、記載のとおりで

ございます。 

 そして項番の８、個人情報等の保護措置でございます。 

 まず、１点目でございます。 

 保健衛生システム構築・保守事業者に係る外部委託に関する保護措置でございます。 

 ２点ございます。 

 委託契約に当たりましては、秘密の保持等、特記事項を明記の上、契約書を取り交わし

ます。 

 ２点目です。 

 受託事業者が個人情報等を取り扱う場合は、区が指定する場所で行う。そして、その際、

受託事業者が使用する端末は限定し、区のデータの持ち出しを禁止いたします。 

 ２項目めです。 

 板橋区医師会等に係る外部委託に関する保護措置でございます。 

 まず１点目です。 

 委託契約に当たりましては、秘密の保持等、記載事項、特記事項を明記の上、契約書を

取り交わします。 

 ２点目です。 

 タブレット端末等を施錠可能な書庫等へ保管するなど、盗難・紛失の防止を図ります。
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また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムにアクセスする者を限定するととも

に、ユーザーＩＤ・パスワード等により、アクセスログを管理いたします。 

 そして、３点目です。 

 タブレット端末等の使用方法については、国より提示されるマニュアル等に従うととも

に、端末等のウイルス対策ソフトが稼働していることを確認し使用いたします。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムに安全にアクセスできるよう、端

末等にウェブページにリンクするアイコンを設けるなどの設定を行います。 

 そして（３）新型コロナワクチン接種体制確保事業受託事業者に係る外部委託に関する

保護措置でございます。 

 まず１点目です。 

 委託契約に当たりましては、秘密の保持等、記載事項、特記事項を明記の上、契約書を

取り交わします。 

 ２点目です。受託事業者は区と協議の上、受託事業者が取り扱う業務の範囲、業務遂行

過程における具体的な個人情報の取扱い方法等について明記したマニュアルを作成し、そ

れに基づき事前研修を行います。 

 ３点目です。受託事業者は、タブレット端末等を使用して個人情報を取り扱う者を特定

し、従事者名簿等により区に報告するとともに、業務報告書を提出いたします。 

 ４点目です。 

 タブレット端末等を施錠可能な書庫等へ保管するなど、盗難・紛失の防止を図ります。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムにアクセスする者を限定するとと

もに、ユーザーＩＤ・パスワード等により、アクセスログを管理いたします。 

 ５点目です。 

 タブレット端末等の使用方法につきましては、国より提示されるマニュアル等に従うと

ともに、端末等のウイルス対策ソフトが稼働していることを確認し使用いたします。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムに安全にアクセスできるよう、端

末等にウェブページにリンクするアイコンを設けるなどの設定を行います。 

 ６点目です。 

 受託事業者がタブレットを保管・使用する事務センターは、セキュリティー対策が施さ

れた区域とし、ＩＤカード等による入退室管理を行うなど、入退室者を限定いたします。 

 入退室する際には、不要な物品の持ち込み及び持ち出しを禁止いたします。 
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 また、２４時間３６５日のモニター監視を行い、事故防止を図ります。 

 ７点目です。 

 代行入力を希望する契約医療機関等から予診票（控え）の回収をする際は、セキュリテ

ィーサービスを用いて、予診票（控え）を事務センターへ輸送いたします。 

 そして４点目でございます。 

 電子計算組織への記録に関する保護措置でございます。 

 まず１点目です。 

 新型コロナウイルスワクチン接種管理システムへ個人情報等をアップロードする際は、

区職員が、保健衛生システムから出力したデータを、外部記録媒体に記録し、ＬＧＷＡＮ

回線と接続している基幹系端末により行います。外部記録媒体に記録したデータは、アッ

プロード作業後、直ちに消去いたします。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種管理システムから個人情報等をダウンロードす

る際は、区職員が、ＬＧＷＡＮ回線と接続している基幹系端末により行い、外部記録媒体

に記録し、保健衛生システムへ移行いたします。外部記録媒体に記録したデータは、ダウ

ンロード作業後、直ちに消去いたします。 

 なお、基幹系端末自体に個人情報等の記録は行いません。 

 ２点目です。 

 外部記録媒体は、予め区に登録し許可を得たものを利用し、暗号化し、記録いたします。 

 そして３点目、保健衛生システムにおける対象者の記録は、本業務に関係する区職員の

みがアクセス可能な専用フォルダーを設けて行い、アクセス権限を持たない者は、フォル

ダ及びファイル自体を視認できない設定といたします。 

 ４点目です。 

 タブレット端末等には、ＵＳＢなど外部記録媒体を接続できない設定とするとともに、

ウイルス対策ソフトを導入いたします。 

 ５点目です。 

 新型コロナウイルスワクチン接種管理システムに記録した個人情報等は、予防接種法施

行令の規定に基づき、原則として、事業終了から５年経過後に消去いたします。 

 そして５点目、外部結合に関する保護措置でございます。 

 １点目です。 

 個人番号を含む特定個人情報を送受信する基幹系端末と新型コロナウイルスワクチン接



－４２－ 

種管理システム間の通信は、ＬＧＷＡＮ回線を用います。 

 ２点目です。 

 外部からの不正侵入を防御するためのファイアウォールを設けます。また、端末にウイ

ルス対策ソフトを導入し、データの保護を図ります。 

 タブレット端末等と新型コロナウイルスワクチン接種管理システム間の通信は、ＳＳＬ

通信等、データの暗号化を図ります。 

 そして、６点目。 

 共通の保護措置です。 

 条例・施行規則を遵守いたします。 

 項番の９、実施予定です。 

 令和３年３月。 

 そして、その他としまして、国より新型コロナウイルスワクチン接種管理システムの利

用にかかる特定個人情報保護評価につきましては、事後評価の適用対象となる旨が示され

ており、また、評価書のひな形も後日、国より提供される予定であることから、特定個人

情報保護評価は事後に行うことといたします。 

 項番の１１、担当課でございます。 

 健康生きがい部予防対策課、 

 健康生きがい部予防接種担当課でございます。 

 予防の説明は、ご覧のとおりでございます。 

 そして、参考としまして、別紙の２ということで、事業の概要を載せさせていただきま

した。 

 これは、先ほど申しましたように前回の書面による開催を、ほぼまとめたものでござい

ますので、ご覧のとおりでございます。 

 説明については、以上でございます。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 ご質問、ご意見賜りたく存じます。 

 仕組みが複雑になっておりますので、私の方で、少し別紙１を使って整理させていただ

いた上で、委員からのご質問等々受けたく存じます。 

 大きく分けまして、簡単に言うと誰がワクチン接種を受けたかどうかを、国がつくる新

しいデータベースシステムに記録するということをしましょうという話なのですが、その
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準備に必要なコンピュータシステムの改修と国の方のデータベースのデータ登録をやりま

すというのが、上で、それに基づいて実際に接種された方についての接種記録情報等々を

登録しますというのが下ですね。 

 ここが分かりにくいのですが、真ん中の欄の接種実施というところから、左右に分かれ

ておりますのが、接種の仕方が２種類あって、ふだんから通っている、かかりつけ医の

方々のところへ行って接種を受けるというのが左側になるわけです。 

 そうではなくて、区が用意いたします集団接種会場へお越しになるというのが右側です。 

 ここで言う接種体制確保事業受託事業者は、簡単に言いますと集団接種の受付をやって

くださる方を外部委託にしていますというところで、その外部委託をやってくださってい

る事業者は、区内ですと予診票を確認したり、本人確認をしたりとかをしていたわけです

けれども、今回新しく接種が終わった後に、この人は接種が終わりましたという記録を、

データベースで登録するわけですけれども、タブレット端末からデータを登録するという

やり方になっていて、タブレット端末は医療機関に配置しているものを使いますと、それ

はそのまま入るわけですけれども、お医者様の中にはそこまではとても手が回りませんと

いうので、データベース登録は区にお戻ししたいというご希望もあるので、そのときの予

診票が、この先ほどの受付業務をやっている同じ事業者のところに送られて、クリニック

などで接種したのだけれども、その方の記録をクリニックで登録しないで、こちらの右側

の業者さんから登録する場合がある。 

 それから、集団接種会場の接種者については、この同じ業者が登録をするということに

なっていて、それがこの説明書きでいきますと、外部委託先というのが１、２、３となっ

ていて、１４ページの５番から後ろが全部、これで整理して書いてくださっているのです

けども、１というのは、これは一番上のシステムを改修します、という準備段階の話です。 

 ２というのが、これが今の表でいきますと左側です。 

 個別のクリニックで注射などをするというところ、３というのが集団接種、５以下のと

ころは全て、この１、２、３というのがそれぞれの事業者がやる事業との関係で同じ番号

で整理していますということのようになります。 

 というわけで、以上、私の方から一旦整理させていただいた上でご質問を受けたく存じ

ます。 

 失礼いたしました。長いこと恐縮でございましたが、どうぞ、委員の皆様からご質問を。 

 どうぞ、さかまき委員、お願いします。 
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○さかまき委員 今、補足いただいたんですが、かなり複雑なんですが幾つかお聞きした

いと思います。 

 まず、もともと予診票を、いわゆる保健衛生システムに登録するということで、もとも

と予診票を全体で業者などに入力するという仕組みがもともとあったと思うんですが、今

回、国の方にデータ入力するに当たって、タブレットを使って入力しなさい、入れられな

いところは区の委託事業者が預かってタブレットを使って入れますというふうになってい

ると思うんですが、そのときにその情報として、予診票を預かるというのが、今のこのフ

ローかと思うんですけども、別で、国の仕組みを聞く機会があって、接種券をタブレット

で読み取ることによって入力の手間が省けるような仕組みだとお聞きしているんですね。 

 接種券と予診票で同じ情報があるから、予診票だけで入力というのは事足りるのかどう

かということと、接種券を使えば入れる手間が少し省略化されるらしいので、接種会場で

読み取って入力するという作業は、今回の中に入っているのかどうかというところです。 

 複雑なので聞いている方も複雑で、質問の意図も複雑なので分かりにくいと思うんです

が、整理をしたいのでお聞きしました。 

○会長 どなたがお答えいただけますか。 

 課長、お願いします。 

○予防接種担当課長 予防接種担当課長です。よろしくお願いいたします。 

 今、質問のありました予診票を取るのか接種券を取るのかというところではあるんです

が、まず前提として予防接種の開始に先立って、個別通知を発送するわけなんですが、そ

の中に接種券ですとかワクチンに関する説明文とか、もろもろ送るわけですね。当然、予

診票も中に入っていて、予め、これは他の予防接種と同様ですが予診票に必要事項を書い

て、当日会場に持ってきていただく、まとめて。そこで、体調に問題ないのを確認して、

接種意思を確認した上で予防接種をして、その過程で接種券の中にシールが何枚かありま

す。１回目のシール、２回目のシールと、そこにバーコードが付けられております。 

 予診票の実際の控えの部分に、右上、今日は現物がなくて分かりづらいとは思うのです

が、予診票の右上にシールを貼り付ける欄がございますので、１回目貼り付けておいてと

いうところで、そのバーコードを予診票の写真を読み込むというのは、そのバーコードを

主に取り込んで、そこで本人の情報ですとかが入っておりますので、基本的な情報は取り

込んで、あと手入力に関してはバーコードからは読み取れないワクチンのロットナンバー

であったり、接種日であったり、接種会場であったりというそういった限定された項目を
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手入力して、ほとんどの情報についてはバーコードの写真を読み取ることで自動的にタブ

レットを通じてシステムの方に記録されるという、そういう流れになっております。 

○会長 どうぞ、さかまき委員。 

○さかまき委員 ありがとうございます。 

 つまり、接種会場でシールを貼ることで、予診票１枚で情報元は完結すると今理解した

のですが、そうですか。 

○会長 担当課長。 

○予防接種担当課長 おっしゃるとおりで、間違いございません。 

○さかまき委員 ありがとうございます。 

 当初は、集団接種会場では特に入力作業というのはなかったんですけも、今回委託業者

にタブレットの入力をお願いするに当たっては、接種会場で入力作業は、板橋区はしない

のか、するのか。 

○会長 担当課長。 

○予防接種担当課長 よろしいですか。 

 接種会場が、集団接種の会場と個別の医療機関での会場と別れていて、そのときにはセ

キュリティーの問題もありますので、細かいところまで詰め切れてはいないのですが、集

団接種会場では可能な範囲で職員もおりますので、カメラで読み込むことも考えてはおり

ます。 

 ただ、受付け等集中したときには、ある程度セキュリティーをちゃんと確保した上で持

ち帰るということもあります、ということです。 

 個別医療機関の方では、原則各医療機関で、タブレットは医療機関の数だけ配置される

と国の仕切りはなっていますので、予防接種が完了した後、読み込んでいただくとお願い

しているところです。 

 ただ、やはりタブレット等、メールも余り使ったことがない先生というのは、やはりい

らっしゃって、それでも協力してくださるという方の中では、個別に相談しながら、それ

はこちらに書いてあるように、セキュリティーを確保した上で回収して、委託事業者に全

てその日の分をまとめてお願いするという方向で、今考えております。 

○会長 はい、どうぞ。 

○さかまき委員 ありがとうございます。すごく、理解をいたしました。 

 会場でやる分と持って帰る分というのが、臨機応変になるとは思うんですが、そこで手
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違い、混乱がないようにしていただければというふうには思います。 

 その上で、最後１点だけなんですけども、保護措置の幾つかの箇所において、タブレッ

トのところで例えばインターネットを介して、接種記録システムとの通信の保護措置です

とか、あるいはその入力するためのウエブページをすぐに呼び出せるようにとか書いてあ

るんですけども、基本的にはそこに関しては国の責任においても、その措置をしていると

いう、そうあるべきだと思うし、そういう理解なんですけども、そういうことで大丈夫で

すか。 

○会長 担当課長、お願いします。 

○予防接種担当課長 おっしゃるとおり、国の責任においてセキュリティー等は確保して、

トラブル等も、区がやらないというわけではないんですが、国の責任において対処してい

ただくという仕切りになっております。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員はいかがですか。おばた委員、どうぞ。 

○おばた委員 すみません。お願いいたします。 

 １８ページの最初の基幹系端末よりアップロードするというものと、この下の、対象者

データの出力のこの処理なんですが、いつのタイミングで、またどれぐらいの間隔で、１

回やっておしまいなのか、１日１回上げるとか、そのタイミングについて教えてください。 

○予防接種担当課長 まず、フロー図の上の方の基幹系端末からワクチン接種管理システ

ムへのＬＧＷＡＮ回線をつないだ情報のアップロードなんですが、こちらは最初１回やっ

て終わりではもちろんなく、転出入の情報を随時更新していかないとシステムの意味があ

りませんので、週１回から２回の頻度でやることを想定しております。 

 それで、下に移りまして、今度、管理システムから基幹系システムに逆ルートで回ると

き、こちらは接種記録の報告、共有というところなんで、そこまでの頻度ではなくて、今

のところ月に一、二回程度でという形で考えております。 

○会長 どうぞ。 

○おばた委員 続きましてなんですが、このアップロードのやり方の部分について、色々

とセキュリティーの対策を取っているというような解説が書いてあるのですけども、これ

をバッチ処理にするというのは考えられなかったのかなと、やはり人の手を介して手動で

アップロードするよりは、直接アップロードできないんであれば、どこかのフォルダーに

そのデータを入れておいて、夜間バッチで、そのファイルがあったら取り込むという処理
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をつくるということは、別に難しいことではないと思いますので、そういったシステム改

修に含めるというのはいかがでしょうか。 

○会長 はい、担当課長。 

○予防接種担当課長 おっしゃることはよく分かるんですが、保健衛生システムが基本的

にはマイナンバーとも繋がっているので、そもそもの開発の趣旨としてスタンドアローン

で、というところで、基本的に外部と結合するときは基幹系端末を経由する、それも、そ

こをオンラインでつなぐのではなくてＵＳＢという、アナログといえばアナログですし、

手間ではあるんですが、それはセキュリティーを確保するためというところで、コロナワ

クチンに限らず、全てのワクチンの接種情報について、こういった取り扱いをしておりま

すので、その流れの中で設定したというところでございます。 

○おばた委員 分かりました。 

○会長 はい、よろしいですか。いわい委員どうぞ。 

○いわい委員 １点だけです。 

 どうしてもこの紙媒体の紛失というのがこの間ずっと起きている中で、この新しい仕組

みの中で、今回、この代行で医療機関から予診票の控えが、また回ってくるという過程で、

どういう時間軸で、例えば月なのか週なのか分からないんだけど、この予診票が移動して、

最後はどういう段階で破棄されるのかということを教えてください。 

○予防接種担当課長 今の質問は、読み取るべき予診票の控えというのを個別の医療機関

からどの程度の頻度で回収するかというところだと思うんですが、基本的にはおっしゃる

とおり、大事な個人情報ですし、逐次反映していかなければ意味がありませんので、事業

者とも相談しながら、毎日か、それに近い形で回収したいと考えております。 

○会長 はい、どうぞ。 

○いわい委員 大分、頻度が多くなるんですね。 

 確かに医療機関に余り保存する期間が長くない方がいいと私も思うんですけれども、回

数が増えたら増えたで、それはそれで、またどうやって管理していくのかって、本当にこ

の紙媒体の扱いは悩みどころだとは思うんですけれども、十分、そこは負担が増えない形

で、どう安全に保つのかということを、ぜひ検討していただいて、予診票が、このワクチ

ンの関係で紛失するということがないようにしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○会長 はい、ありがとうございました。 
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 ほかは、いかがでしょうか。どうぞ、髙木委員。 

○髙木委員 私は、早々にお世話になりますので、よろしくお願いします。 

 その上で、分からないところは素人考えで、最初のときには、集団で、どこかで全部接

種してくれるのかと思いましたけど、その後の資料で、各医院でも打てるんだと、集団で

やるのと、個別のクリニック等で受けるのと、大体ラフに、どのぐらいの数になるわけで

すか、それに伴ってタブレットを渡した場合に、そのタブレットはどのぐらいのケースに

なるのか、重ねて申しますが、そのタブレット、これだと、ひと月遅れて４月中旬以降に

私は該当して打っていただけるんですが、第２回目は、また７月か８月か分からないと今

の新聞情報では、そうすると、その間のタブレットは、どういう感じになっているのか、

その辺の保管状況、その辺をお聞かせいただければと思います。 

○会長 はい、担当課長お願いします。 

○予防接種担当課長 じゃあ、まずワクチンの供給の、今時点で確定しているスケジュー

ルについて説明させていただきます。 

 この別紙２で、４月中旬以降と書かせていただいたんですが、これを作成したのが年明

け早々の時期になりますので、大変恐縮なんですが、このときとは全く状況が変わってお

りまして、今口頭で、これまで健康福祉委員会などの説明をさせていただいたんですが、

まず４月の時点で住民接種、集団接種という形で開始できる見込みがほとんどなくなって

おります。 

 というのも、東京都全体でいわゆる４４箱、ひと箱９７５人分なんで、４万人ぐらいな

んですが、そのうち板橋区に割り当てられるのが２箱、千人弱分だけというのが一部報道

等で先に流れてしまっているところではあるんですが、それ以上来る目途が今のところ立

っていないという状況ですので、通知の発送等は、その辺、申し訳ないのですが、かなり

４月の下旬か連休明け以降にずれ込む見込みとなっております。 

 それを受けて、じゃあその会場はどうなっているのか、タブレット等はいつ頃届くのか

というところではあるんですが、まず、集団接種会場９施設５会場、健康福祉センターや

学校跡地などで５か所です。 

 それ以外の個別接種という言い方をしております、ここで言うと①の契約医療機関です

が、区内の医療機関様に広く協力をあおいでいるところですが、今時点で約二百の病院、

クリニック、診療所から協力いただける旨は、回答を頂いております。 

 国の説明を素直に受け止めると、集団接種の５か所と各個別の二百の医療機関全てにタ
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ブレットは貸与しますという形でいて、今、自治体ごとの数量を教えてくださいという形

で、数とそれぞれの医療機関の名前等は、今報告をしているところです。 

 スケジュールどおりにいけば３月下旬以降、順次、それぞれの医療機関に、そのタブレ

ットが届けられる予定となっておりますが、何分、多分最初にシステムを立ち上げたとき

は、集団接種中心でやるという体制でやっていた部分もあるんで、どこまで全ての医療機

関に届くか、同時に届くかどうか、何とも言えないという状況でございます。 

 一応、原則全ての、接種に協力する医療機関の全てにはタブレットは配付するので、こ

のシステムを活用して、円滑に予防接種を進めてくださいというのが、国の算出となって

います。 

○髙木委員 そうすると、重ねてあれですが、私なんかは余命が幾ばくもないからいいん

ですけれども、接種を受けたというような証明書は、個人に来るんですか。 

○予防接種担当課長 個別通知で先ほど、送付すると申し上げて、シールの話もして、予

診票に貼るシールと、本人控えに貼るシールというのがありまして、１回目、２回目で、

予診票はもちろん医療機関や自治体に回収させていただくんですが、その本人控えという

のはご本人が持って、それをもって接種済証という形になります。 

 １回目は、それを大事に失くさないように保管していただいて、２回目行ったときに１

回目は３週間前にここで受けましたというのを見せていただくと、２回目は安心してお医

者さんが摂取できるという、そういう流れです。 

 転出入するなどしてなくなってしまった場合などが、今回の記録システムとかを利用し

て、情報をひもづけると１回目はどこで打ったんだね、転入前ですねということで分かる

んで、２回目がスムーズにいくという、そういう今回はシステムについて諮問させていた

だいています。 

○髙木委員 私なんか、大昔ですけれども種痘の接種をしたときも証明書なんかはペラペ

ラな薄いのが、当時は田舎の医師会発行のやつがまだありまして、それを持っていると。

今度の場合はどうなるのか分からなかったり、練馬の前川区長が練馬方式なんて大々的に

やったものですから、普通のクリニックでも受けられるのかなとみんな分かって、私も近

くのクリニックに板橋区でやってもらえますかって言ったら、そのクリニックはやります

よということだったんです。じゃあ、やるんだなと、当初はもう集団接種ばっかりだと思

ったものですから。その辺を今、お聞きして５会場、それか二百の個別のクリニックとい

うようなことは周りの人にしゃべってもいいですか。まだオフレコですか。 
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 みんな心配していたんですよ。 

○会長 はい、担当課長。 

○予防接種担当課長 もう、既にホームページ上でも医療機関でもやるということは報告

しておりますので、それはお話ししていただいて大丈夫です。 

○髙木委員 どうもすみませんでした。 

○会長 いえ、髙木委員、この審議会はそのまま録音を文字起こしして、インターネット

でそのままやっていますので、ここで話したことについて、後からバツということはでき

ません。 

 例外的にセキュリティーに関わるような具体的な技術情報なんかの、ご発言があったと

きには、そこだけ修正させていただいたことがありますが、それ以外は全部上げています

ので。 

 ありがとうございます。ほか、いかがでございましょう。 

 私から１点だけ、私の理解と違っておりましたのが、集団接種会場でデータ入力が発生

する可能性があるというご指摘でしたので、私はないという前提で事前打ち合わせを行っ

ていたので、保護措置のところで、それを特に申し上げなかったのですが、１５ページか

ら１６ページにかけてのところでいきますと、実は１６ページの⑥です。 

 受託事業者がタブレットを使用する事務センターは、ということで、事務センターで使

うのだという前提でいたので、これで完結しているという理解だったんですが、集団接種

会場に受託事業者がタブレットを持ち出して、そこで運用するということが発生するので

あれば、その点について、マニュアル等を別途定めていただいて保護措置を取るというこ

とを、この（３）のところに一つご追加いただかないと、ちょっと足りないなと思います。 

 はい、担当課長。 

○予防接種担当課長 申し訳ございません。 

 こちらの説明が至らなかった点はあるんですが、今、確認して、基本的には集団接種の

会場では、問合せが集中することを踏まえて、カメラによる取り込みは行わずに、一旦回

収させていただいて、後にまとめてやるという形になることを確認しました。大変失礼い

たしました。 

○会長 分かりました。であるとすれば、今申し上げた項目を一つ追加する必要がなくて、

この⑥のところの保護措置で足りるということになろうかと思います。 

 ありがとうございました。 
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 という点を確認させていただいた上で、本件承認でよろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。 

 では、本件はそのようにいたします。 

 それで、審議事項が３件終わりまして報告事項に入るんですが、２時間１０分が経過し

ております。 

 どうしましょう、続けますか。休憩を短く取りましょうか。 

 じゃあ５分休憩としましょう。あの時計で１５分の再開でいかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

（休憩） 

○会長 それでは、皆様お戻りでございますので、３０秒ほど早うございますが、始めた

く存じます。 

 これから、報告事項でございますけれども、資料の２でございます。 

 在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画案の紛失事故につきまして、予防対策課長

から改めてのご報告を頂きます。 

○予防対策課長 予防対策課長、高橋でございます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 資料に基づきまして、ご説明します。 

 在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画案の紛失事故について、ご報告をさせてい

ただきます。 

 事故の概要でございます。 

 板橋区が訪問看護ステーションに委託して作成しています「在宅人工呼吸器使用者災害

時個別支援計画案」の紛失事故が発生いたしました。 

 対象者１名分でございます。 

 この事業につきまして、概要でございます。 

 在宅で人工呼吸器を使用しておられる難病などの患者様が、風水害や地震など、災害時

にライフラインなどの途絶によりまして、人工呼吸器の電源を失った場合等の緊急時の対

応をふだんから支援をしている事業者、訪問看護ステーションに委託して、その支援の計

画を作成するということを委託しているというものでございます。 

 発生日時でございます。 
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 令和２年９月９日の午前中でございます。 

 個人情報、内容としましては、本人の氏名、住所、電話番号、作成日や家族状況、関係

機関等、記載のとおりでございます。 

 ご本人の在宅での療養に関わる情報になってございます。 

 また同居者、特に連絡を要するという方の氏名、所属勤務先、電話番号、メールなどの

情報が記載されておるものでございます。 

 経過でございます。 

 ９月８日（火）です。区が委託しています訪問看護ステーションの担当の看護師が、対

象者Ａ氏宅へ訪問をしまして、「在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画」作成のため

の情報をＡ氏や関係者の皆さんから聴取をして、計画案を途中まで作成したというところ

です。 

 翌日、その計画案は事業所内には持ち帰っているんですが、当該看護師が前日途中まで

作成した計画案を書類ボックスに入れたというところまでは記憶をしてございました。 

 ただ、その後の書類の所在が分からなくなったというところでございます。 

 この当時の状況につきましては、私どもも何度も事業所に足を運びまして、直接担当者

や所属長から何度も聞き取りをしましたが、それ以上の情報が残念ながら出てまいりませ

んでした。 

 この当該看護師のみの認識、記録によると、その書類の箱に入れたというところまでの

記憶がありました。 

 １１月１２日以降に、区で聞き取りを何度も行いましたが、書類ボックスの中に計画案

が入っているというところを他のスタッフが確認をしておりませんでした。 

 この時点で、当該看護師が紛失していたというふうに区としても判断をしております。 

 ですので、発生日時９月９日午前中でございます。 

 １０月９日計画の策定委託をして、一定の期間が経過していましたが、「在宅人工呼吸

器使用者災害時個別支援計画」は、区へ提出されていないために、区から現況について当

該訪問看護ステーションに問合せをいたしました。 

 すぐにお答えを欲しいというふうにはお伝えしたのですが、返答がこの時点ではござい

ませんでした。 

 １１月１１日、区から再度当該訪問看護ステーションに問合せをいたしました。 

 担当者不在ということで、金曜日まで待ってほしいというご回答でした。 



－５３－ 

 その後、その訪問看護ステーションでは、このステーション事業所内と、関係ございま

す同じ法人のこの事業所の本部に当たる会社の捜索で、この書類を探したというところな

んですが、発見に至らなかったと連絡がありました。 

 翌日、区の担当職員、我々が当該訪問看護ステーションへ訪問いたしました。 

 直接、所属長、この訪問看護ステーション所長から、この作成途中の計画案については

紛失をしたと正式に報告を頂きました。 

 再度、翌日も担当者が金曜日になれば来るということでしたので、我々、もう一度訪問

看護ステーションに訪問いたしまして、所長と担当の看護師さん、看護職員から事故の詳

細について報告を頂きました。 

 その同じ日に、区担当職員、我々と当該訪問ステーションの所長と、その担当の看護師

さんが、対象者Ａさん宅に訪問させていただきまして、経緯をご説明して謝罪を行いまし

た。 

 我々としても、経緯をきちんと説明して、誠実にこの、もろもろの経過について、全て

お話をしたというところでございます。 

 また、「在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画」については、もともとＡさんを担

当されておりました地域の担当の健康福祉センター、保健師が作成をして完成させるとい

うことをその場で決定してお約束いたしました。 

 １１月１６日、この当該訪問看護ステーションとは委託契約を解除という形にいたしま

して、代わりに健康福祉センターの保健師、よくこのＡさんの状況も把握している保健師

が計画の作成をするということで着手しています。 

 １１月３０日には、この訪問看護ステーションからは事故の顛末書と改善策、個人情報

に関する研修を実施すること、また業務フローやマニュアルを見直すことについて、記し

た文書を提出いただきました。 

 ２月１７日以降も、引き続き捜索をしております。 

 現時点では、発見に至っていないという状況でございます。 

 引き続き、捜索を続けています。 

 続きまして、発生原因でございます。 

 資料裏面でございます。 

 今回、委託事業者にこの事業を委託するに当たって、我々として一番重要と考えている

のは、個人情報保護の遵守について、委託仕様書に特に個人情報の適切な保管方法等につ
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いての記載が十分ではなかった、区の指導が不足していたという点を反省し、意見として

挙げております。 

 委託事業者においては、個人情報に係る書類の適切な保管が業務フローやマニュアル等

の作成はなく、保管が実際適切に行われていなかったということも点として挙げられます。 

 また、同様に、個人情報保護を扱う際の十分なマニュアルが作成されていなかったとい

う点でございます。 

 続きまして、対象者の不利益解消策といたしましては、委託事業者である訪問看護ステ

ーションとは契約違反というところからは、委託契約を解除という形にいたしまして、健

康福祉センターの保健師が計画書を作成、１１月１６日に、作成の着手をしまして、１２

月１日に計画書案を作成、完成いたしました。その後、対象者のＡさんにもご確認いただ

きまして、災害時個別支援計画は完成させたというところでございます。 

 最後に再発防止策でございます。 

 委託仕様書は修正をいたしまして、計画書については提出期限、こちらが委託をしてか

ら３０日以内に計画書を完成し、提出をしていただくということを、仕様書に明記いたし

ました。また、個人情報の適切な保管方法として、鍵つき書庫への保管をすること、また、

禁止事項、個人情報を無断に持ち出さないこと、ＦＡＸ利用は原則禁止とすることいった、

個人情報を守る上で必要となる事項は、具体的に明記しております。 

 また、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

の遵守についても委託仕様書に盛り込んでおります。 

 計画書作成の手順を示した事業者向けのマニュアルについては、手順だけでなく委託契

約書と同様に計画書の提出期限や、個人情報の適切な保管方法を具体的に、禁止事項等も

含めて追加して、事業所が初めてこの計画の作成をするにあたっても、手順どおり作成で

きるように、細かく具体的に手順を記載しております。 

 計画書の提出期限は、事業所に遵守していただくためには、電話によって進捗管理、こ

まめに、早めに行うということを今後徹底してまいります。 

 今回の一番の反省点は、やはり事業所とのコミュニケーション、連携の不足であったと

痛感しております。 

 小まめにやり取りをして、進捗の管理をしていきたいというふうに考えております。 

 予防対策課と、地域の担当をしている保健師さん、健康福祉センターにおられる保健師

との計画書作成は、進捗状況を共有いたします。 
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 進捗管理シートを作成いたしまして、庁内で進行管理を徹底いたします。 

 最後に、当該訪問看護ステーションには今回の事故の経緯と今後の改善策を記した書面

を頂きました。顛末書と改善策を受領いたしました。 

 一旦頂いたものは、内容について、少し十分ではなかった部分もございました。 

 最終的には、内容を修正して、きちんと今後の再発が絶対にないような形で書面は、今

後も引き続き提出を求めてまいります。 

 また、提出いただいた文書を基に、改善策の実施について、具体的には個人情報を記し

た文書については、鍵つきの書庫に入れて事業所から書庫に持ち出す場合には、鍵つきの

カバンに入れて外に持って行く、そして外出中、対象者のご自宅に到着するまでには、こ

のカバンや鍵つきの書類が入っているものは絶対に開けないといったマニュアルを作って

いることを確認するのと、鍵つきの書庫を、実際に現地に伺いまして、確認を３月１０日、

先日、実際に現地に赴きまして、事業所内の状況を確認いたしました。 

 また、２月１６日には、事業所では研修を実施して、個人情報については、スタッフ全

員が遵守、個人情報の保護について、確認をしたという点を報告いただいております。 

 報告は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 本件につきましては、実は前にやった審議会におきまして、ご報告を承ったのですが、

大変恐縮ではありましたが、会長として報告を了承できない、とりわけ対策等々について、

極めて不十分であって、これを審議会としては承認できないということを強く申し上げま

した。 

 それに対して、その後の事態の推移を踏まえて、今回再度ご報告を賜ったわけですけれ

ども、私の確認したところでは、まず前回は事件の発生の日が、区が報告を受けた日であ

って、そもそも事実として紛失したというところが基準点になっていないというような認

識はいかがなものかという点、このご修正がありましたし、何といっても６番の対象者の

不利益解消というところを、きちんとご報告の中に入れていただいたというところで、前

回に比べまして非常に各段の進歩が見られる、きちんとした報告書になっているのではな

いかと私としては思いますが、ほかの委員の皆様方からも、もしご意見、ご質問等ありま

したら承りたく存じます。 

 いかがでございましょうか。 

 では、一瞬早かったので、いわい委員。 
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○いわい委員 すみません、大変ご苦労さまでした、という考えですけれども、結果とし

てこれは委託関係がその後どうなったのかというのが一つ分からないので、教えていただ

きたいということと、今回のことを今回の案件だけに終わらせずに、どう教訓にしていく

のかということが大事なんじゃないかと思っているんですけども、そこについてお答えく

ださい。 

○予防対策課長 ありがとうございます。 

 今回、委託の契約については、解除をいたしました。 

 今現在の契約関係は、契約を結んでいない解除をしたままの状況でございます。 

 ただ、事業所の方には、今回改善のための文書をこの個人情報保護のための業務フロー

及びマニュアルをきちんと事業所内で作成をして、かつ研修を行って、一人一人のスタッ

フがそれを実施できる状況だというところを報告いただいた上で、私ども所内で検討した

上で、再度の契約については判断をしていくというふうに事業所にもお伝えしております。 

 今回の紛失事項については、委員がおっしゃっていただいたとおり、これだけにとどま

らず、教訓として今後も、特にやはり私としてもこの計画案は特に対象者を中心に多くの

職種の支援者が、実際災害が発生したときには協力をして支援してまいります。 

 ですので、今紙媒体でこの作成をしておるところでございます。 

 人工呼吸器を使用しておられる患者さんも、目の前でこの文書を見て、多職種の方がそ

の場で話をしながら、自宅で検討して、最終的に完成させるという意味では、今現状とし

ては紙に記録をしておるところでございますが、個人情報保護の観点からは、紙の紛失と

いうところは今後も再発を防止、必ずしていきたいところでございますので、これは今後

の検討課題でございますが、それを電子媒体や、今現在、看護ステーションの方では電子

カルテといったタブレットを使用した記録というのも着手しておる事業所もありますが、

まだまだ紙を使っておられるところもあって、なかなか進まないと思います。 

 最終的には電子媒体を使ったりして、個人情報がどうしても事業所から個人宅に、外に

持ち出すことがございます限り、それがきちんと保護されるような対策を今後も続けて行

きたいと思っています。媒体について、検討していきたいと思っています。 

○会長 いわい委員、どうぞ。 

○いわい委員 委託契約についてなんですけど、対策を打ったということで、再契約する

ということがどうかという判断も出てくるかなというふうに思っています。 

 これまでも、ほかの色々な案件で問題が生じた事業者については、一定の期間契約をし



－５７－ 

ないということをしたりとか、公表をするとか、そういったことも色々と契約の観点では

基準があるかと思いますので、その辺については、お互い契約書を交わしてやっていくと

いうことと、行政との契約というのは税金が関わってくるということも視点において、再

契約の在り方については、ぜひご検討を頂きたいというふうに思っています。 

 それから、一番の大事な教訓は委託の仕様書にどういうことを項目として入れなければ

いけないのかということを、この事業にかかわらず、板橋区が業者と委託を交わす際に、

こういうことは必ず必要になるということについて、予防対策課だけにとどまらず、徹底

していくということが大事な教訓なんじゃないかというふうに思っていますので、そこは

ぜひ、この事業だけではなく、予防対策課全体でもそうですし、ほかの部署についても徹

底していく必要があるんじゃないかと思いますので、その辺はぜひ区政情報課の方等でも、

徹底していただきたいというふうに思っているとこです。 

 加えて、委託が、結局問題が生じた際には、健康福祉センターでそれを引き取らざるを

得ないということが起きるんだなということを、私自身今回のことですごく実感したんで

すね。その際に、その業務を区の職員が経験していないと、とっても大変なことになるん

じゃないかなというふうに思っているんですが、そのことだけ最後、どういう状況で今回

のことを区の職員として対応してきたのかということで、最後確認させていただください。 

○会長 どうぞ、予防対策課長。 

○予防対策課長 今回、健康福祉センターの担当保健師が代わりに計画の方を作成いたし

ました。 

 この健康福祉センターの地区ごとに担当を決めておりまして、保健師は日常的にやはり

難病や在宅で人工呼吸器を使用しておられる方々の療養の環境や、こういった災害に備え

た、例えば訓練の実施なども含めて、やはり地域を担当するという意味では、平素から担

当をしている担当者の状況については把握をしているというところがございましたので、

そういう意味ではこの計画の案の作成に当たっては普段から、他の支援者との関係性であ

るとか、対象者ご本人との関係性があったことで、保健師の方で、計画は作成することが

できました。 

 ただ、やはりおっしゃっていただいたとおり、健康福祉センターの保健師の業務が、や

はり多岐にわたっておりまして、そういう意味で訪問看護ステーションは在宅の療養に関

しては毎日訪問をしているという状況を確認しておりますので、委託するということで区

職員の業務軽減と役割分担という形で、この委託をしているところでございます。 
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 ですので、今後もこういった、やはり不測の事態は絶対に避けたいというところもござ

いますので、今回仕様書は変更いたしましたので、この仕様書の変更内容であるとか、今

後こういった個人情報保護の観点で、やはり再度事業所、今契約を交わしている４０か所、

訪問看護ステーションはあるんですが、説明会を今月中に実施いたしまして、各事業所に

は直接私どもから今後の改善策についてはご説明をする予定でございます。 

○会長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 じゃあ、どうぞ、おばた委員。 

○おばた委員 今回の事故については、報告書も３月１０日に頂いたということなんです

けれども、これは一見すると紛失の報告をしなかったという、ある種の言葉がいいのか分

かりませんけれども、隠蔽というような部分もあったのかなというふうにも取れます。 

 その上で、紛失事故に対する顛末書を出したけれども、これがまた十分ではなかったと

いう状況ですと、これで再契約というのは大丈夫なのかなと感じられる方はいらっしゃる

と思うんですね。その点に関して、今大丈夫だというふうに思っていらっしゃるのか、ま

だまだ改善が必要だというふうに感じていらっしゃるのか、そこを教えてください。 

○会長 どうぞ、予防対策課長。 

○予防対策課長 おっしゃっていただいたとおりでございます。 

 私どもとして、今回、特に報告の経緯であるとか、こちらが再三の聞き取りをしても、

なかなか確定的なお答えが、なかなか頂ない、そして文章としても十分でないところがあ

って、かなりの指導を要する状況であることが確かでございます。 

 ですので、今おっしゃっていただきましたように、やはり再契約に関して本当に慎重に

考えています。 

 むしろ、再契約については保健所長と私どもの担当者の間では、なかなか難しいのでは

ないかというところが本音のところでございます。 

 ちなみに、公表につきましては事業所の名前も含めて、情報については公表いたしまし

た。 

 例えば、再契約に当たっての一定の期間を空けるといった、期間の指定はしていないの

ですけど、やはり改善策についての文書を作成するということや、業務フローやマニュア

ルの作成の完成、そしてそれがきちんと個人情報保護に資する十分な内容でないと、やは

り再契約はできないというふうに考えています。 

 ありがとうございます。 
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○おばた委員 ありがとうございます。 

 しっかりと、対策をしていただけるんであれば、契約していただければいいのかなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 あと、４０か所という、最後のご質問なんですが、再発防止策の（３）に電話による進

捗管理を行うということが書かれているわけなんですが、これは逆に所管課の作業が非常

に増えるんじゃないかなということを懸念しています。 

 ４０か所で、月どれぐらいのケース数があるのかなというオーダーが分からないんです

が、それが何件ぐらいなのかということと、電話による進捗管理という対策は一体どうな

んだろうかという疑問を感じるので、できればそういったこちらがタップをしないと現状

が分からないということではなくて、しっかりと進捗管理を週次で送ってくれるというよ

うな形にするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○会長 はい、どうぞ予防対策課長。 

○予防対策課長 作成の頻度でございます。 

 今年度は３９件の作成をしていただいていますので、事業所の中には１年間の間に作成

が全くないという年もございます。 

 １年、２年に一度というような頻度のところもあるというところです。 

 ですので、同時に確認をするとして、例えば今現時点では作成中のものが４件でござい

ますので、４件の進捗管理ではあるんですけれども、ただおっしゃっていただきましたと

おりでございます。 

 事業所から報告をさせるであるとか、メールであるとか、やはり実現可能な、持続でき

るような進捗管理といったところは確実にできるような形で進めていきたいと思います。 

 検討いたします。ありがとうございます。 

○会長 よろしいですか。ほかの委員はよろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。それでは、本日のご報告ありがとうございます。 

 これをもって、報告を終了としたいと思います。ありがとうございました。 

 続きまして、これは最後の報告案件でございます。 

 資料３、令和２年度個人情報を取り扱う業務の実地調査報告につきまして、事務局から

報告をお願いします。 

○区政情報課長 会長。 
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○会長 どうぞ、課長。 

○区政情報課長 それでは、資料３に基づきまして、令和２年度個人情報を取り扱う業務

の実地調査報告書を、これは概要版でご説明いたします。 

 なお、本審議会以外に本区におきましては、外部評価委員会という会を設置しておりま

す。 

 委員の皆様には、導入文にございますように外部評価実施に伴う評価基準に基づきまし

て、例年庁舎内の区役所内部の部署を見ていただきまして、評価をしていただいていると

ころでございます。 

 今年度行っている部署につきましては、項番１にございますように健康生きがい部健康

推進課、そして同おとしより保健福祉センターを記載のとおりの日程で訪問していただき

ました。 

 項番の２の選定理由でございますけれども、健康推進課に関しましては、成人健診に関

する業務の一部委託の部分、こちらの所属につきましては、※にございますように令和元

年度に胃がん・肺がん検診受診権を誤送付する事故が発生しております。 

 そういったこともありまして、こちらを一つ選定させていただきました。 

 そして、おとしより保健福祉センターにつきましては、介護保険に関する業務を行って

いる部分を見ていただきました。 

 こちらも、※にございますように元年度に認定調査票を一部紛失する事故が発生してい

るということもございまして、選定させていただいたものでございます。 

 項番３にございますように、改善・提案事項でございますが、健康推進課におきまして

は特段ございませんでした。 

 項番の２のおとしより保健福祉センターにつきましては、１件ございまして、個人情報

を入力する端末等と接続しているルーター等の周辺機器や配線周りについて、配線を傷つ

けないようハンディモップ等を用いてほこりを取るなど、定期的に清掃するとともに、配

線を整理されたい。また、周辺機器等の経年劣化に応じて、機器の配置状況の確認及び清

掃の頻度を高めるなど、対応されたいというご指摘を頂きました。 

 なお、裏面にございますように外部評価委員会のメンバーは中澤委員以下、野口委員、

岩隈委員という内容でございます。 

 説明については以上でございます。 

○会長 どうもありがとうございました。 
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 先ほども出てきたのですけれども、今課長からもございましたように当審議会とは別の

組織として、個人情報に関する外部評価委員会というものが当区にはございまして、当審

議会は今日まさにやっておりますように、個別の案件について区からの諮問に対して答申

を申し上げるという役割を主として担っているわけですが、この外部評価委員会の場合に

は実地調査をしていただいて、問題点を探し出す、そして提言を頂くということをやって

いただいているわけです。 

 当審議会からは、岩隈副会長に外部評価委員会の委員に加わっていただいていますので、

岩隈先生の方から補足的に何かご発言いただければと思います。 

○岩隈委員 令和２年度、この報告されている２か所について実地調査をさせていただき

ました。 

 改善提案事項も今回概要の方にも書いてあるような、訪問先はその前の年度に事故があ

ったところを見に行ったということになるんですが、さすがにその書類を取り扱う部門に

ついては、実に周到に対応がされて、当然のことではあるんですが、本当に頑張って問題

の洗い出しと対応をされているということが強く分かるところでした。 

 ですので、改善提案事項も全然関係のないネットワーク周りの掃除をしてくださいとい

うようなものぐらいしかないのですけれども、それだけ準備されていても本体の報告５ペ

ージで、例えば報告に添えて提出する意見というところで、別の、今回、漏洩が令和元年

にあった書類ではないものなんですけども、処理が済んでしまった資料で、その後保存を

するものもあるし、保存しようもないメモ類みたいなものもあるんですけど、そういった

ものについて、終わってしまったものについては、何かもう気が抜けちゃったというか、

それが処理済のものなのか、そうでないのか、というのが一見しては分からないというも

のがあって、例えばそれがどこかに紛れちゃって、しばらく時間がたってから出てきたと

きに、「これって何だったっけ」というのが分かるようにした方がいいよねということで

こういうふうに意見はしているんですけど、結構ほかの、これまでの年度で拝見したとこ

ろでも、処理済の書類については、少し意識を高めてもらって工夫は必要かなというふう

に思っていたりするところでございます。 

 区政情報課さんにも、これを載せるかどうかということについて、かなり議論をした上

でやっていただいているので、全庁的にそういうところの注意を高めてほしいということ

はお伝えしていることかと思います。 

 こういった実地調査の対象になったところは、物凄くきちんと対処されていて、例えば
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「あれはありませんか」と言うと、パッと出てくるというような、それぐらいの対処にな

っておるところなんですけど、年間２か所ということと、たまたま前年度にトラブルが発

生したところというところで、行き先は年間に２か所程度と限られていますので、この結

果ですとか意見を現場で生かしていただくというのが次の段階で必要なんだろうと思いま

す。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

 今のことに関しまして、たまたま委員がおられますので、岩隈委員に対する質問でも結

構ですので、何かご質問等ございましたら。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、本日は審議事項３件、報告事項２件、全て終了いたしました。 

 これをもちまして、閉会したく存じます。 

 事務局の方からお願いします。 

○区政情報課長 本日は、長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 今年度の審議会は、今回で終了いたしまして、次回審議会は来年度の７月１３日火曜日

午前９時からを予定しております。 

 委員の皆様には、改めてご通知を差し上げますので、それをお待ちいただければと思い

ます。 

 本日はどうもありがとうございました。大変ありがとうございました。 

午後４時５０分閉会 

 


